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は
じ
め
に

　

共
同
体
は
内
と
外
、「
我
々
」
と
「
他
者
」
を
峻
別
す
る
。
前
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
世
俗
の
共
同
体
は
、
霊
的
な
キ
リ
ス
ト
の
身
体

Corpus�Christi

の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
も
と
に
し
て
、
社
会
的
な
キ
リ
ス
ト
の
身
体Corpus�Christianum

と
観
念
さ
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
が
不

可
視
の
霊
的
な
「
頭
」
と
な
り
、
洗
礼
を
通
じ
て
結
び
つ
い
た
「
四
肢
」
た
る
信
徒
た
ち
を
束
ね
る
共
同
体
に
お
い
て
、
聖
俗
の
メ
ン
バ
ー

シ
ッ
プ
は
密
接
不
可
分
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
Ｎ
・
テ
ル
プ
ス
ト
ラ
は
、
宗
教
的
他
者
を
キ
リ
ス
ト
の
身

体
に
巣
食
う
病
や
穢
れ
と
し
て
表
象
し
、
そ
の
排
除
を
肯
定
す
る
、
中
世
以
来
の
社
会
的
な
キ
リ
ス
ト
の
身
体
論
こ
そ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
初
の

大
規
模
な
社
会
浄
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
宗
教
改
革
を
促
し
、
数
多
く
の
宗
教
的
難
民
を
生
み
出
し
た
、
と
論
じ
た）（
（

。
し
か
し
、
宗
教
改

革
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
様
々
な
世
俗
共
同
体
が
実
際
に
は
複
数
宗
派
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
事
実
上
のde�

facto

多
宗
派
状
態
は
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
例
外
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
典
型
で
あ
り
、「
寛
容
の
楽
園
」
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
は
そ
の
極
端
な
一
例

に
過
ぎ
な
い）（
（

。

論
　
　
　
　
文

　
　

多
宗
派
時
代
の
市
民
権

―
―
宗
教
改
革
後
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
け
る
都
市
共
同
体
再
編
と
カ
ト
リ
ッ
ク
―
―
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近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
世
俗
共
同
体
の
宗
教
的
一
体
性
と
い
う
理
念
と
、
複
数
宗
派
の
併
存
と
い
う
現
実
の
間
で
揺
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で

も
、
本
稿
は
「
黄
金
時
代
」（
一
七
世
紀
に
相
当
）
の
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
を
取
り
上
げ
、
唯
一
の
公
認
宗
派
で
あ
っ
た
改
革
派
と
非
公
認
宗
派
の

中
で
最
大
勢
力
を
誇
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
双
方
が
拠
点
を
形
成
し
て
い
た
ユ
ト
レ
ヒ
ト）（
（

に
お
け
る
宗
派
共
存
を
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
市
民
権
に
着

目
し
な
が
ら
論
じ
る
。
前
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
市
民
権
は
都
市
共
同
体
の
中
核
的
構
成
員
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
規
定
し
て
お
り
、
近
世
多
宗

派
都
市
の
市
民
権
を
政
治
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
関
連
づ
け
な
が
ら
論
じ
る
こ
と
は
、
宗
派
共
存
の
歴
史
を
語
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

　

宗
派
共
存
と
い
う
語
で
筆
者
が
意
図
し
て
い
る
の
は
、
異
な
る
宗
派
の
人
び
と
が
特
定
の
物
理
的
空
間
を
共
有
し
て
い
る
環
境

environm
ent

の
こ
と
で
あ
る
。
環
境
と
し
て
の
共
存
は
そ
の
内
部
に
共
歓conviviality

も
紛
争conflict

も
含
み
込
ん
で
お
り
、
ふ
と
し

た
条
件
の
変
化
で
人
び
と
の
関
係
性
は
共
歓
か
ら
紛
争
、
紛
争
か
ら
共
歓
へ
と
移
ろ
い
ゆ
く
。
宗
派
共
存
環
境
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
、

筆
者
は
統
治
戦
略governing�strategies

と
生
存
戦
術survival�tactics

と
い
う
分
析
概
念
を
用
い
る
。
為
政
者
が
、
脆
く
壊
れ
や
す
い

共
存
環
境
を
統
制
す
る
た
め
に
用
い
る
の
が
、
訴
追
・
迫
害pro/persecution

と
寛
容toleration

と
い
う
二
種
類
の
政
治
的
実
践
か
ら
構

成
さ
れ
る
統
治
戦
略
で
あ
る
。
他
方
、
被
迫
害
者
・
寛
容
被
付
与
者
が
、
迫
害
者
・
寛
容
付
与
者
と
の
非
対
称
的
な
権
力
関
係
の
も
と
で
、
不

安
定
な
共
存
環
境
を
生
き
抜
く
た
め
に
使
う
の
が
、
独
自
の
空
間
実
践
や
自
己
表
象
言
説
か
ら
成
る
生
存
戦
術
で
あ
る）（
（

。
本
稿
は
ま
ず
、
ユ
ト

レ
ヒ
ト
の
為
政
者
が
、
改
革
派
教
会
か
ら
の
圧
力
と
恒
常
的
な
財
政
難
の
中
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
市
民
権
政
策
を
通
じ
て
宗
派
共
存
環
境
を

統
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
彼
ら
の
統
治
戦
略
を
示
す
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
差
別
的
状
況
下
に
お
い
て
も
カ
ト
リ
ッ
ク
が
実

際
に
は
市
民
権
を
獲
得
で
き
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
上
で
、
市
民
権
に
関
す
る
彼
ら
の
言
説
上
で
の
生
存
戦
術
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
論
に
移

る
前
に
こ
こ
で
は
、
本
稿
を
近
世
オ
ラ
ン
ダ
史
の
研
究
動
向
の
中
に
位
置
づ
け
る
た
め
、
教
会
史
と
宗
派
化
論
、
都
市
宗
教
改
革
研
究
、
カ
ト

リ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
文
化
史
、
市
民
権
の
社
会
経
済
史
に
関
す
る
先
行
研
究
を
概
観
し
、
本
稿
の
課
題
を
明
確
化
す
る
。

　

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
末
に
至
る
ま
で
、
近
世
オ
ラ
ン
ダ
の
宗
教
を
扱
う
研
究
で
は
、
教
会
制
度
や
神
学
論
争
、
一
部
の
著
名
な
聖
職
者

に
焦
点
を
当
て
た
宗
派
ご
と
に
縦
割
り
の
教
会
史
が
主
流
で
あ
っ
た
。
教
会
史
家
た
ち
は
長
ら
く
、
一
六
～
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
プ
ロ
テ
ス

（　
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タ
ン
ト
化protestantisering

に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
て
い
た
が
、
一
九
八
〇
年
頃
の
彼
ら
の
共
通
理
解
は
、
共
和
国
に
お
い
て
聖
俗
権
力

の
協
力
に
よ
っ
て
上
か
ら
強
制
さ
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化
は
起
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）（
（

。
オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
教
会
は
、

宗
派
の
別
に
関
わ
ら
ず
万
人
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
公
的
教
会publieke�kerk

で
あ
り
、
人
び
と
に
そ
れ
へ
の
帰
属
を
法
的

に
強
制
す
る
国
教
会
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
部
の
厳
格
改
革
派
牧
師
は
神
政
的
体
制
を
求
め
た
が
、
そ
の
提
案
が
「
寛
容
」
な
為
政
者

に
全
面
的
に
支
持
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
改
革
派
教
会
は
概
し
て
、
成
員
た
る
聖
餐
式
陪
餐
者
に
厳
し
い
倫
理
的
規
律
を
要
求
し
、

排
他
的
な
宗
派
共
同
体
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
実
際
に
、
近
世
を
通
じ
て
改
革
派
教
会
の
成
員
の
数
は
オ
ラ
ン
ダ
総
人
口
の
半
数
を
超

え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
改
革
派
教
会
に
恒
常
的
に
通
っ
て
は
い
て
も
、
厳
格
な
規
律
を
嫌
っ
て
同
教
会
の
成
員
に
な
ら
な
い
者
―
―
研
究
上

で
改
革
派
教
会
の
愛
好
者liefhebber

と
呼
ば
れ
る
―
―
は
相
当
数
存
在
し
続
け
た）（
（

。
そ
れ
故
、
オ
ラ
ン
ダ
史
研
究
者
は
一
様
に
、
一
九
八

〇
年
代
の
ド
イ
ツ
史
学
界
で
提
唱
さ
れ
始
め
た
宗
派
化
論
を
拒
絶
し
て
き
た）（
（

。
主
唱
者
Ｈ
・
シ
リ
ン
グ
ら
に
よ
れ
ば
、
宗
派
化
と
は
、
お
よ
そ

一
五
六
〇
年
か
ら
一
六
五
〇
年
頃
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
宗
派
教
会
と
世
俗
権
力
の
協
力
体
制
に
よ
っ
て
上
か
ら
課
さ
れ
た
社
会
的
規
律

化
の
こ
と
で
あ
る）（
（

。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化
論
研
究
が
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
意
味
で
の
宗
派
化
は
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
実
現

し
得
な
か
っ
た
。

　

他
方
、
遅
ま
き
な
が
ら
一
九
九
〇
年
頃
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
学
界
に
ド
イ
ツ
か
ら
都
市
宗
教
改
革
研
究
が
導
入
さ
れ
た）（
（

。
都
市
宗
教
改
革
の
考

え
方
は
ド
イ
ツ
史
で
は
一
九
六
二
年
の
Ｂ
・
メ
ラ
ー
の
著
作
以
来
長
い
伝
統
が
あ
る
が）（（
（

、
よ
う
や
く
オ
ラ
ン
ダ
史
家
た
ち
も
、
都
市
共
同
体
の

観
点
か
ら
、
世
俗
当
局
や
一
般
市
民
・
住
民
と
多
様
な
宗
派
教
会
の
相
互
作
用
の
中
に
宗
教
改
革
を
位
置
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
同
様
に
近
世
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
も
、
市
民
的
な
も
の
と
聖
な
る
も
の
が
混
ざ
り
あ
っ
た
中
世
以
来
の
聖
な
る
都
市
共
同
体

観
―
―
社
会
的
な
キ
リ
ス
ト
の
身
体
論
―
―
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
た
だ
し
オ
ラ
ン
ダ
史
家
た
ち
は
、
こ
の
聖
な
る
都
市
共
同
体
の

観
念
こ
そ
が
、
宗
派
化
を
促
進
す
る
の
で
は
な
く
む
し
ろ
阻
害
し
、
宗
派
共
存
を
可
能
た
ら
し
め
た
、
と
論
じ
て
い
る
。
例
え
ば
Ｊ
・
ス
パ
ー

ン
ス
に
よ
れ
ば
、
ハ
ー
ル
レ
ム
の
改
革
派
為
政
者
は
改
革
派
教
会
が
求
め
る
宗
派
化
を
妨
げ
、
超
宗
派
的
な
市
民
文
化
を
促
進
す
る
こ
と
で
都

（　
　

）
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市
共
同
体
の
一
体
性
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
。
都
市
行
政
官
の
政
治
的
権
威
を
尊
重
し
、
超
宗
派
的
な
市
民
的
調
和
を
脅
か
さ
な
い
限
り
、
非

公
認
宗
派
は
自
ら
の
宗
派
的
下
位
文
化
を
維
持
す
る
こ
と
を
黙
認
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る）（（
（

。
同
様
の
議
論
は
本
稿
が
扱
う
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に

関
し
て
も
、
Ｂ
・
カ
プ
ラ
ン
と
Ｂ
・
フ
ォ
ル
ク
ラ
ツ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
い
て
も
、
宗
派
共
存
実
現
の
鍵
は
超
宗

派
的
な
市
民
的
調
和
を
促
進
す
る
為
政
者
が
握
っ
て
お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
な
非
公
認
宗
派
は
、
為
政
者
が
管
理
す
る
公
的
領
域
か
ら
撤

退
し
、
信
仰
を
私
的
領
域
に
押
し
込
め
て
い
る
限
り
に
お
い
て
寛
容
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
公
私
区
分
に
基
づ
く
宗
派
共
存
理
解

は
、
こ
こ
一
〇
年
程
で
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
、
近
世
オ
ラ
ン
ダ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
独
自
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
あ
る
い
は
個
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
扱
う
研
究
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
潮
流
に
棹
さ
す
文
化
史
研
究
は
、
為
政
者
が
統
制
す
る
公
的
領
域
か
ら
カ
ト

リ
ッ
ク
が
撤
退
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
に
、
彼
ら
が
自
ら
の
私
的
領
域
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
・
ど
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
文
化
を
形
成
し

て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る）（（
（

。

　

オ
ラ
ン
ダ
都
市
宗
教
改
革
研
究
は
、
上
述
の
よ
う
に
「
寛
容
」
な
改
革
派
為
政
者
像
を
強
調
し
て
い
る
が
、
社
会
経
済
史
家
Ｍ
・
プ
ラ
ク
は
、

市
民
権
政
策
に
現
れ
る
為
政
者
の
「
不
寛
容
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
黄
金
時
代
の
経
済
的
繁
栄
を
謳
歌
し
た
ホ
ラ
ン
ト
等
の
沿
岸
州
の
国
際
商

業
都
市
は
市
民
権
に
宗
派
差
別
を
一
切
導
入
し
な
か
っ
た
が
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
を
含
む
オ
ラ
ン
ダ
内
陸
州
の
幾
つ
か
の
都
市
は
一
七
世
紀
初
め
か

ら
半
ば
に
か
け
て
、
市
民
権
の
獲
得
権
利
を
非
改
革
派
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
剥
奪
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
プ
ラ
ク
に
よ
れ
ば
、
地
元
の
手
工
業

に
依
存
し
て
い
た
内
陸
州
諸
都
市
で
は
、
宗
派
的
他
者
た
る
非
改
革
派
か
ら
市
民
権
及
び
ギ
ル
ド
加
入
権
を
奪
い
、
衰
退
し
つ
つ
あ
る
ロ
ー
カ

ル
な
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
制
限
し
、
唯
一
の
公
認
宗
派
た
る
改
革
派
の
便
益
を
優
先
す
る
宗
派
差
別
的
政
策
が
経
済
的
観
点
か
ら
も
支
持
さ

れ
た
の
だ
と
い
う）（（
（

。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
関
す
る
プ
ラ
ク
の
分
析
は
、
Ｒ
・
ロ
メ
ス
に
よ
る
同
市
の
移
民
・
人
口
動
態
分
析
に
よ
っ
て
も
補
強
さ
れ

て
い
る）（（
（

。
内
陸
州
諸
都
市
の
市
民
権
を
扱
う
社
会
経
済
史
研
究
は
、「
寛
容
」
な
ホ
ラ
ン
ト
州
―
―
あ
る
い
は
特
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム）（（
（

―
―
に

オ
ラ
ン
ダ
を
代
表
さ
せ
が
ち
な
教
科
書
的
な
ホ
ラ
ン
ト
中
心
史
観
を
批
判
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
近
年
の
研
究
は
、
二
〇
世
紀
末
ま
で
の
静
態
的
な
歴
史
像
を
大
き
く
塗
り
替
え
て
き
た
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
等
閑
視
さ
れ

（　
　

）
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た
ま
ま
の
論
点
も
あ
る
。
そ
れ
は
宗
派
共
存
の
歴
史
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
役
割
で
あ
る
。
都
市
宗
教
改
革
研
究
も
市
民
権
の
社
会
経
済
史

研
究
も
、
都
市
ご
と
の
独
自
性
を
考
慮
し
つ
つ
も
、
宗
教
改
革
後
の
都
市
共
同
体
再
編
を
改
革
派
為
政
者
の
統
治
戦
略
の
視
点
か
ら
の
み
語
っ

て
い
る
。
事
実
上
のde�facto

宗
教
的
多
元
性
に
対
処
す
る
た
め
の
統
治
実
践
や
統
治
理
論
が
そ
れ
ら
研
究
の
主
た
る
関
心
な
の
で
あ
り
、

行
為
主
体
は
迫
害
者
・
寛
容
付
与
者
で
あ
る
改
革
派
に
の
み
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
近
年
盛
ん
な
カ
ト
リ
ッ
ク
文
化
史
研
究
は
、

改
革
派
の
優
位
が
確
立
し
た
公
的
領
域
か
ら
逃
避
し
た
先
に
あ
る
私
的
領
域
で
形
成
さ
れ
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
ハ

ビ
ト
ゥ
ス
を
分
析
対
象
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
別
の
都
市
共
同
体
の
再
編
・
ロ
ー
カ
ル
な
次
元
で
の
宗
派
共
存
を
、
被
迫
害
者
・
寛
容
被

付
与
者
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
生
存
戦
術
の
視
点
か
ら
分
析
す
る
研
究
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
市
民
権
に
関
し
て
い
え
ば
、
何

故
一
部
の
カ
ト
リ
ッ
ク
が
差
別
的
法
制
度
の
中
で
も
市
民
権
を
獲
得
し
得
た
の
か
（
為
政
者
に
寛
容
さ
れ
た
と
い
う
受
動
的
記
述
で
は
な
く
）、
カ
ト

リ
ッ
ク
は
市
民
権
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
認
識
し
論
じ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
は
こ
れ
ま
で
問
わ
れ
る
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、

宗
教
改
革
後
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
宗
派
共
存
と
市
民
権
を
、
改
革
派
為
政
者
の
統
治
戦
略
と
い
う
視
点
の
み
な
ら
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
生
存
戦
術

と
い
う
視
点
か
ら
も
分
析
す
る
。
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
双
方
の
拠
点
で
あ
り
宗
派
間
抗
争
の
中
心
地
で
も
あ
っ
た
ユ
ト

レ
ヒ
ト
の
事
例
は
、
将
来
的
な
比
較
研
究
の
基
盤
を
提
供
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
第
一
章
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
社
会
経
済
的
性
質
を
市
民
権
と
の
関
係
に
お
い
て
概
観
す
る
。
次
に
第
二
章
は
、
法
令
集）（（
（

や
市
参
事
会
議
事

録
）
（（
（

、
改
革
派
教
会
会
議
議
事
録）（（
（

を
用
い
て
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
市
民
権
政
策
を
通
じ
た
為
政
者
の
統
治
戦
略
の
展
開
を
時
系
列
的
に
跡
づ
け
る
。

続
い
て
第
三
章
は
、
市
民
登
録
簿）（（
（

に
基
づ
き
、
カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
権
志
願
者
の
数
量
デ
ー
タ
や
社
会
的
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ

ま
で
分
析
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
一
部
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
市
民
権
獲
得
を
可
能
に
さ
せ
た
要
因
を
解
明
す
る
。
こ
こ
ま
で
は
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
し
て
の
市
民
権
を
論
じ
る
が
、
第
四
章
は
、
公
権
力
に
向
け
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
請
願）（（
（

等
を
用
い
て
、
従
来
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
、

市シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

民
権
・
市
民
性
に）（（
（

関
す
る
彼
ら
の
認
識
・
言
説
（
市
民
に
相
応
し
い
扱
い
や
市
民
に
求
め
ら
れ
る
振
る
舞
い
に
関
す
る
認
識
・
言
説
）
を
、
彼
ら
の

生
存
戦
術
の
中
に
位
置
づ
け
る
。「
お
わ
り
に
」
で
は
、
結
論
と
し
て
、
改
革
派
教
会
、
為
政
者
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
都
市
共

（　
　

）
五
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同
体
観
を
持
ち
な
が
ら
、
宗
教
改
革
後
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
都
市
共
同
体
再
編
に
参
与
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
、
今
後
の
研
究
展
望
を

示
す
。

　
　
　
　
一
　
舞
台
―
―
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
社
会
経
済
的
景
観
と
市
民
権

　

ユ
ト
レ
ヒ
ト
は
近
世
を
通
じ
て
恒
常
的
な
財
政
難
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り）（（
（

、
同
市
の
市
民
権
を
巡
る
問
題
は
都
市
の
困
難
な
経
済
状
況
と
密
接

に
結
び
つ
き
な
が
ら
推
移
し
て
い
っ
た
。
本
章
は
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
社
会
経
済
的
特
徴
を
、
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
市
民
権
と
関
連
づ
け

な
が
ら
概
観
す
る
。

　
　
　
　
　

社
会
経
済
構
造
と
人
口

　

古
代
以
来
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
は
低
地
地
方
北
部
の
政
治
と
宗
教
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
一
一
二
二
年
に
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
か
ら
都
市
特
権
を
獲

得
し
て
以
降
、
同
市
は
低
地
地
方
北
部
に
お
け
る
商
工
業
の
中
心
地
と
し
て
も
発
展
し
た
。
し
か
し
、
一
三
〇
〇
年
頃
に
ホ
ラ
ン
ト
伯
が
ユ
ト

レ
ヒ
ト
司
教
と
の
抗
争
の
中
で
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
を
迂
回
す
る
商
業
路
を
整
備
し
た
こ
と
で
、
同
市
の
経
済
的
求
心
力
は
低
下
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
以
降
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
は
長
距
離
交
易
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
役
割
を
持
た
な
く
な
り
、
同
市
の
経
済
は
ロ
ー
カ
ル
な
手
工
業
と

リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
農
業
市
場
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
で
「
最
初
の
近
代
経
済
」
が
誕
生
し
た
と
主
張
す
る
経
済
史

家
Ｊ
・
デ
・
フ
リ
ー
ス
に
い
わ
せ
れ
ば）（（
（

、
オ
ラ
ン
ダ
黄
金
時
代
に
お
い
て
も
「
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
明
ら
か
に
前
資

本
主
義
的
」
な
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

低
地
地
方
北
部
は
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
最
も
都
市
化
率
の
高
い
地
域
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
デ
・
フ
リ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
当
地
の
都

市
人
口
の
割
合
は
、
一
五
〇
〇
年
頃
で
一
五
・
三
％
、
一
六
〇
〇
年
頃
で
二
四
・
三
％
、
そ
し
て
一
七
〇
〇
年
頃
で
三
三
・
六
％
と
、
他
地
域

（　
　

）
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を
圧
倒
し
て
い
る）（（
（

。
一
六
世
紀
初
め
の
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
人
口
二
〇
〇
〇
〇
人
以
上
の
都
市
は
一
〇
し
か
な
か
っ
た
が
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
は
そ

の
う
ち
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
（
約
二
〇
〇
〇
〇
人
）。
そ
の
後
、
同
市
の
人
口
は
、
一
五
七
七
年
頃
で
二
五
〇
〇
〇
人
程
、
一
六
七
〇
年
頃
に

は
三
三
五
〇
〇
人
程
に
ま
で
増
加
し
た
。
し
か
し
、
同
時
期
に
ホ
ラ
ン
ト
州
諸
都
市
の
人
口
が
激
増
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
七
世
紀
の
ユ
ト
レ

ヒ
ト
は
低
地
地
方
北
部
の
都
市
別
人
口
規
模
で
四
・
五
番
手
に
甘
ん
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ホ
ラ
ン
ト
州
諸
都
市
に
比
べ
れ
ば
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の

人
口
増
加
率
は
控
え
め
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ホ
ラ
ン
ト
と
同
様
に
そ
の
主
た
る
要
因
は
移
民
流
入
で
あ
っ
た）（（
（

。
し
か
し
、
入
移
民
の
社
会
的

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
関
し
て
、
ホ
ラ
ン
ト
州
諸
都
市
と
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
違
い
は
明
白
で
あ
る
。
ホ
ラ
ン
ト
に
は
フ
ラ
ン
ド
ル
か
ら
熟
練
織
物
手
工

業
者
が
、
ブ
ラ
バ
ン
ト
や
イ
ベ
リ
ア
半
島
か
ら
は
国
際
商
人
が
集
ま
り
、
黄
金
時
代
の
経
済
発
展
を
下
支
え
し
て
い
た
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
支
配

地
域
か
ら
逃
れ
て
き
た
彼
ら
の
中
に
は
、
改
革
派
や
セ
フ
ァ
ル
デ
ィ
ム
系
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
っ
た
宗
教
的
難
民
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
に

対
し
ユ
ト
レ
ヒ
ト
は
、
ド
イ
ツ
を
含
む
東
方
と
人
口
動
態
的
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
場
合
ロ
ー
カ
ル
あ
る
い
は
リ
ー

ジ
ョ
ナ
ル
な
ニ
ー
ズ
に
の
み
応
え
ら
れ
る
手
工
業
者
・
小
商
人
を
獲
得
で
き
た
だ
け
で
あ
っ
た）（（
（

。

　
　
　
　
　

法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
市
民
権

　

一
七
世
紀
ユ
ト
レ
ヒ
ト
も
含
む
前
近
代
低
地
地
方
の
都
市
共
同
体
は
、
異
な
る
権
利
・
義
務
を
伴
う
様
々
な
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
的
集
団

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
都
市
共
同
体
の
中
核
的
構
成
員
で
あ
る
市
民burger/poorter

、
市
民
権
は
持
た
な
い
が
都
市
居
住
権
を
持

つ
住
民inw

oner/ingezetene

、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
異
邦
人vreem

deling

や
短
期
滞
在
者passant

ら
で
あ
る
。
中
で
も
市
民
は
特

権
的
地
位
を
享
受
し
て
い
た
。
政
治
的
に
は
、
市
民
の
み
が
都
市
行
政
官
職
も
含
む
主
要
な
公
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
た
。
法
的
に
は
、
市
民

は
、
同
胞
市
民
で
あ
る
自
都
市
の
参
審
人schepen

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
都
市
裁
判
所
に
召
喚
さ
れ
る
権
利
、
別
言
す
れ
ば
、
自
都
市
外

で
裁
か
れ
な
い
権
利
を
有
し
た
。
社
会
経
済
的
に
は
、
市
民
は
様
々
な
流
通
税
を
免
除
さ
れ
、
ギ
ル
ド
へ
の
排
他
的
ア
ク
セ
ス
権
を
持
ち
、
市

営
の
孤
児
院
や
救
貧
院
を
独
占
的
に
利
用
で
き
た
。
こ
う
し
た
種
々
の
権
益
と
引
き
換
え
に
、
市
民
は
都
市
へ
の
忠
誠
宣
誓
や
都
市
防
衛
の
義

（　
　

）
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務
を
負
い
、
成
人
男
性
市
民
の
一
部
は
民
兵
団schutterij

に
加
入
し
て
都
市
の
秩
序
維
持
に
貢
献
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た）（（
（

。
特
に
ユ
ト
レ

ヒ
ト
で
は
、
ギ
ル
ド
が
都
市
共
同
体
に
と
っ
て
政
治
的
・
社
会
経
済
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
市
民
権
に
付
随
し
た
ギ
ル
ド
加
入

資
格
は
市
民
権
獲
得
に
際
し
て
の
大
き
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
っ
て
い
た）（（
（

。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
権
授
与
式
の
最
後
に
は
ビ
ュ
ー
ル
教
会

Buurkerk
の
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
た
。「
市
民
の
教
会
」
の
名
を
持
つ
こ
の
教
区
教
会
の
鐘
楼
が
、
新
た
な
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民burger

の
誕
生
を

告
げ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

低
地
地
方
や
ド
イ
ツ
の
他
の
多
く
の
都
市
と
比
べ
て
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
市
民
権
は
相
対
的
に
よ
り
選
択
的
・
排
他
的
で
あ
り
、
そ
の
獲
得
方

法
は
三
つ
あ
っ
た）（（
（

。
父
親
か
ら
の
相
続
、
金
銭
に
よ
る
購
入
、
そ
し
て
非
常
に
限
ら
れ
た
数
の
功
労
者
を
対
象
と
し
た
無
償
の
贈
与
で
あ
る
。

ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
や
ス
ヘ
ル
ト
ー
ヘ
ン
ボ
ス
で
は
、
市
内
で
生
ま
れ
た
者
は
自
動
的
に
市
民
と
し
て
登
録
さ
れ
、
新
参
者
で
あ
っ
て
も
市
民

と
結
婚
す
る
こ
と
で
市
民
権
を
無
償
で
獲
得
で
き
た
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
や
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
等
に
お
い
て
も
、
市
民
と
の
結
婚
は
新
参
者
に

と
っ
て
無
償
で
市
民
権
を
得
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
は
こ
れ
ら
の
市
民
権
取
得
方
法
は
な
か
っ
た）（（
（

。
一

六
・
一
七
世
紀
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
は
女
性
が
市
民
と
し
て
登
録
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
市
民
を
父
親
に
持
つ
女
性
は
「
市
民
の
娘

burgers�dochter

」
と
呼
ば
れ
た
が
、
彼
女
ら
を
通
じ
て
そ
の
夫
や
子
ど
も
に
市
民
権
が
自
動
的
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

少
な
く
と
も
一
七
世
紀
初
め
ま
で
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
権
取
得
料
は
相
対
的
に
高
額
で
あ
っ
た
。
一
五
五
〇
年
の
段
階
で
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
権
を

購
入
す
る
に
は
七
フ
ル
デ
ン
を
支
払
う
必
要
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
当
時
の
非
熟
練
労
働
者
の
五
〇
日
分
の
日
当
に
あ
た
り
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ

ム
市
民
権
の
三
倍
の
料
金
で
あ
っ
た
。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
権
の
価
格
は
さ
ら
に
上
昇
し
て
い
き
、
一
六
二
四
年
に
は
そ
の
後
一
九
世
紀
ま
で
維

持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
市
民
権
取
得
料
が
設
定
さ
れ
た
。
市
内
で
生
ま
れ
た
住
民
に
加
え
て
市
民
の
娘
あ
る
い
は
寡
婦
と
結
婚
し
た
者
に
は
一

二
・
五
フ
ル
デ
ン
、
そ
の
他
の
者
に
は
二
五
フ
ル
デ
ン
が
市
民
権
取
得
料
と
し
て
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る）（（
（

。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民

権
は
無
償
で
贈
与
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
対
象
は
都
市
共
同
体
へ
の
貢
献
が
め
ざ
ま
し
い
と
み
な
さ
れ
た
ご
く
一
部
の
者
で
あ
り
、

近
世
に
お
い
て
は
大
学
教
授
、
弁
護
士
、
改
革
派
牧
師
ら
が
含
ま
れ
た
。
人
口
約
三
一
〇
〇
〇
人
を
抱
え
た
一
七
世
紀
半
ば
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に

（　
　

）
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お
い
て
、
市
民
と
そ
の
家
族
構
成
員
の
数
は
合
わ
せ
て
お
よ
そ
一
五
〇
〇
〇
人
か
ら
一
八
〇
〇
〇
人
で
あ
り
、
人
口
の
約
半
数
（
四
八
～
五

八
％
）
を
占
め
た
。
市
民
の
ほ
と
ん
ど
は
手
工
業
者
や
小
商
人
か
、
医
師
や
弁
護
士
と
い
っ
た
自
由
業
者
で
あ
り
、
市
外
に
領
地
を
持
つ
農
村

貴
族
も
含
ま
れ
た
が
、
黄
金
時
代
オ
ラ
ン
ダ
の
教
科
書
的
イ
メ
ー
ジ
で
想
起
さ
れ
る
よ
う
な
裕
福
な
商
人
の
数
は
少
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
二
　
法
令
―
―
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
市
民
権
政
策
を
通
じ
た
改
革
派
の
統
治
戦
略

　

本
章
は
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
対
ス
ペ
イ
ン
反
乱
参
加
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
改
革
導
入
、
同
地
を
中
心
と
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
共
同
体
の
復
興

に
つ
い
て
概
観
し
た
上
で
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
市
民
権
政
策
を
通
じ
た
改
革
派
為
政
者
の
多
宗
派
都
市
統
治
戦
略
の
展
開
を
時
系
列
的
に
把

握
す
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
差
別
的
な
市
民
権
法
令
は
、
改
革
派
教
会
か
ら
の
圧
力
と
恒
常
的
な
都
市
の
財
政
難
の
中
で
生
ま
れ
た
為
政

者
の
統
治
戦
略
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

対
ス
ペ
イ
ン
反
乱
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
改
革
・
カ
ト
リ
ッ
ク
共
同
体

　

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
よ
る
異
端
審
問
や
そ
の
他
の
中
央
集
権
政
策
に
反
発
し
た
低
地
地
方
の
人
び
と
は
、
一
五
六
八
年
に
対
ス
ペ
イ
ン
反
乱

を
開
始
し
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
が
そ
れ
に
加
わ
っ
た
の
は
一
五
七
六
年
の
ヘ
ン
ト
の
和
約
締
結
時
で
あ
っ
た）（（
（

。
反
乱
に
参
加
す
る
諸
州
・
諸
都
市
は

結
束
強
化
の
た
め
一
五
七
九
年
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
同
盟
を
締
結
し
た
。
そ
の
第
一
三
条
は
宗
教
政
策
に
お
け
る
州
主
権
を
確
認
し
た
後
、「
各
人

が
自
己
の
宗
教
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
な
ん
ぴ
と
も
宗
教
を
理
由
に
追
捕
さ
れ
た
り
審
問
さ
れ
た
り
し
な
い
こ
と
を
条
件

と
す
る
」
と
い
う
但
し
書
き
を
付
し
た）（（
（

。
同
時
代
人
も
現
代
の
歴
史
家
も
、
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
同
盟
規
約
の
こ
の
但
し
書
き
で

も
っ
て
個
人
の
良
心
の
自
由
を
保
障
し
た
、
と
論
じ
て
い
る
。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
同
盟
規
約
は
近
代
的
な
意
味
で
の
憲
法
と
は
程
遠
く
、
そ
の
法
的

拘
束
力
は
明
確
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
近
世
を
通
じ
て
共
和
国
の
世
俗
当
局
、
改
革
派
教
会
、
そ
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
を
含
む
非

（　
　

）
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〇

公
認
宗
派
が
、
様
々
な
場
面
で
直
接
・
間
接
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
同
盟
が
定
め
る
良
心
の
自
由
に
言
及
し
て
い
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る）（（
（

。

　

し
か
し
、
フ
ロ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
等
の
州
総
督
で
あ
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
レ
ネ
ン
ベ
ル
フ
伯
（
一
五
五
〇
頃
～
八
一
年
）
が
一
五
八
〇
年
三
月
に
ス

ペ
イ
ン
に
寝
返
る
と
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
感
情
は
燎
原
の
火
の
如
く
低
地
地
方
を
席
巻
し
た）（（
（

。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
潜
在
的
な
国
家
反
逆
者
の
烙
印

が
押
さ
れ
、
同
年
六
月
、
連
合
諸
州
の
他
都
市
と
同
様
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
い
て
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
実
践
及
び
集
会
全
般
（
開
催
場
所
も

目
的
も
不
問
）
が
非
合
法
化
さ
れ
、
全
て
の
公
的
教
会
施
設
は
改
革
派
に
独
占
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（
（

。
こ
の
後
、
都
市
行
政
官
職
を
含
む
公

職
か
ら
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
徐
々
に
排
除
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る）（（
（

。
一
五
八
〇
年
八
月
に
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
司
教
が
亡
く
な
る
が
、
低
地
地

方
北
部
に
お
け
る
司
教
任
命
権
を
持
っ
た
ス
ペ
イ
ン
王
が
同
大
司
教
座
及
び
他
の
全
て
の
空
位
と
な
っ
て
い
た
司
教
座
に
後
任
を
置
か
な
か
っ

た
た
め
、
同
地
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
公
式
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
は
瓦
解
し
た
。

　

と
は
い
え
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
無
為
に
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化
」
の
推
移
を
眺
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
五
九
二
年
に
布
教
組
織
ミ
ッ

シ
ョ
・
ホ
ラ
ン
デ
ィ
カM

issio�H
ollandica

が
教
皇
の
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
て
以
降
（
共
和
国
の
世
俗
法
上
は
非
合
法
）、
低
地
地
方
北
部

に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
共
同
体
の
再
建
は
本
格
化
し
て
い
っ
た
。
ミ
ッ
シ
ョ
を
率
い
る
代
牧A

postolische�V
icaris

（
司
教
区
成
立
以
前
の
布

教
対
象
地
域
に
お
い
て
司
教
の
代
わ
り
を
務
め
る
聖
職
者
で
あ
り
、
近
世
オ
ラ
ン
ダ
で
は
空
位
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
司
教
の
代
役
）
は
、
低
地
地
方
北
部
の
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
の
伝
統
的
な
中
心
地
ユ
ト
レ
ヒ
ト
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
再
興
の
拠
点
と
み
な
し
た）（（
（

。
一
六
三
三
年
に
二
代
目
代
牧
フ
ィ
リ
ッ
プ

ス
・
ロ
ー
ヴ
ェ
ニ
ウ
ス
（
一
五
七
三
～
一
六
五
一
年
）
は
、
既
に
世
俗
化
さ
れ
て
い
た
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
聖
堂
参
事
会
の
代
わ
り
と
し
て
、
代
牧
を

補
佐
す
る
一
一
名
の
教
区
司
祭
か
ら
成
る
評
議
会
で
あ
る
ヴ
ィ
カ
リ
ア
ー
トV

icariaat

を
、
教
皇
に
よ
る
公
式
認
可
を
受
け
ず
に
ユ
ト
レ
ヒ

ト
で
設
立
し
た
（
共
和
国
の
世
俗
法
上
も
非
合
法
））

（（
（

。

　

他
方
で
、
一
五
七
八
～
一
六
〇
五
年
頃
の
ロ
ー
カ
ル
な
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
・
リ
ベ
ル
テ
イ
ン
抗
争
や
、
一
六
一
〇
年
代
の
国
家
規
模
で
の
レ

モ
ン
ス
ト
ラ
ン
ト
論
争
を
経
て
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
は
厳
格
改
革
派
の
中
心
地
に
も
な
り
、
一
六
三
六
年
創
設
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
が
そ
の
拠
点
と

な
っ
た）（（
（

。
中
で
も
、
神
学
教
授
ヒ
ス
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
フ
ー
テ
ィ
ウ
ス
（
一
五
八
九
～
一
六
七
六
年
）
は
、
厳
格
な
社
会
的
規
律
化
と
カ
ト
リ
ッ
ク

（　
　

）

一
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排
斥
を
目
指
し
、
宗
派
化
政
策
を
採
ら
せ
よ
う
と
世
俗
当
局
に
熱
心
に
働
き
か
け
て
い
た
。
彼
は
そ
の
強
権
的
手
法
故
に
「
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
教

皇
」
と
あ
だ
名
さ
れ
て
も
い
た）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
六
三
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
は
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
双
方
の
牙
城
と
な
っ
た
。
フ
ォ
ル
ク
ラ
ツ
に
よ
れ
ば
、

一
七
世
紀
半
ば
の
段
階
で
改
革
派
成
員
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
人
口
の
約
四
〇
％
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
約
三
三
％
を
占
め
て
お
り
、
両
派
は
人
口
的
に

も
ほ
ぼ
拮
抗
す
る
勢
力
で
あ
っ
た）（（
（

。
ま
た
カ
プ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
相
当
数
の
改
革
派
が
手
工
業
者
や
貧
民
の
多
い
地
区
に
住
ん
で
お
り
、
カ
ト

リ
ッ
ク
に
は
多
数
の
社
会
経
済
的
エ
リ
ー
ト
が
含
ま
れ
た）（（
（

。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
多
さ
と
同
宗
派
共
同
体
に
お
け
る
社
会
経

済
的
名
士
の
割
合
の
高
さ
は
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
後
者
に
関
し
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　

中
世
以
来
、
低
地
地
方
北
部
に
は
聖
職
者
の
合
議
体
で
あ
る
聖
堂
参
事
会
が
様
々
な
都
市
に
存
在
し
た
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
改
革
後
、

ハ
ー
ル
レ
ム
の
聖
堂
参
事
会
を
除
き
、
そ
れ
ら
は
全
て
改
革
派
に
よ
っ
て
世
俗
化
さ
れ
る
か
廃
止
さ
れ
た
。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
五
つ
の
聖
堂
参
事

会
は
世
俗
の
社
団
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
合
計
一
四
〇
名
程
の
聖
堂
参
事
会
員
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
宗
教
的
特
権

（
大
司
教
選
出
権
等
）
を
失
っ
た
も
の
の
、
中
世
以
来
の
政
治
的
特
権
（
州
議
会
で
第
一
身
分
を
構
成
す
る
権
利
）
と
経
済
的
特
権
（
聖
堂
参
事
会
が
所

有
し
た
州
全
体
の
四
分
の
一
の
広
さ
に
あ
た
る
土
地
か
ら
あ
が
る
収
入
を
禄
と
し
て
受
け
取
る
権
利
）
を
享
受
し
続
け
た）（（
（

。
興
味
深
い
こ
と
に
、
一
六
一

五
年
ま
で
州
議
会
は
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
社
会
経
済
的
階
梯
の
最
上
位
に
位
置
す
る
こ
の
聖
堂
参
事
会
員
に
、
改
革
派
の
み
な
ら
ず
カ
ト
リ
ッ
ク

の
聖
職
者
及
び
俗
人
も
任
命
し
て
い
た
。
同
年
の
州
議
会
布
告
が
新
し
い
聖
堂
参
事
会
員
を
改
革
派
に
限
定
す
る
こ
と
を
定
め
て
以
降）（（
（

、
カ
ト

リ
ッ
ク
聖
堂
参
事
会
員
の
数
は
減
少
し
て
い
っ
た
が
（
た
だ
し
、
禁
令
に
反
し
て
任
命
さ
れ
た
例
も
あ
る
）、
一
旦
任
命
さ
れ
た
者
で
あ
れ
ば
、
カ

ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
理
由
に
聖
堂
参
事
会
員
の
肩
書
・
特
権
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
代
牧
ロ
ー
ヴ
ェ
ニ
ウ
ス
は
、
ユ
ト

レ
ヒ
ト
の
聖
堂
参
事
会
が
失
っ
た
宗
教
的
機
能
を
引
き
継
ぐ
団
体
と
し
て
ヴ
ィ
カ
リ
ア
ー
ト
を
設
立
し
た
。
非
合
法
組
織
で
あ
る
ヴ
ィ
カ
リ

ア
ー
ト
の
成
員
か
つ
共
同
設
立
者
で
も
あ
っ
た
の
は
、
代
牧
補
佐Provicaris

（
大
司
教
の
代
役
た
る
代
牧
の
下
で
司
教
の
代
わ
り
を
務
め
る
聖
職

者
）
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ヴ
ァ
フ
テ
ラ
ー
ル
（
一
五
八
三
～
一
六
五
二
年
）
で
あ
る
。
彼
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
由
緒
あ
る
名
家
出
身
で
あ
る
が
、
驚
く
べ
き

（　
　

）

一
一



多
宗
派
時
代
の
市
民
権
（
安
平
）�

一
二

こ
と
に
、
州
議
会
に
よ
っ
て
正
式
に
任
命
さ
れ
た
聖
マ
リ
ー
聖
堂
参
事
会
員
で
も
あ
っ
た
。
近
世
ユ
ト
レ
ヒ
ト
史
上
最
後
の
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
堂

参
事
会
員
で
あ
る
俗
人
ヘ
ラ
ル
ト
・
フ
ァ
ン
・
デ
ァ
・
ス
テ
ー
ン
は
一
六
八
〇
年
に
亡
く
な
る
が
、
彼
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
堂
参
事
会
員
は
、
一

六
・
一
七
世
紀
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
あ
る
い
は
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
全
体
の
カ
ト
リ
ッ
ク
共
同
体
の
生
き
残
り
の
た
め
に
、
計
り
知
れ
な
い
程
大
き
な

貢
献
を
様
々
な
形
で
為
し
て
い
た）（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
多
く
の
政
治
宗
教
的
権
利
を
剥
奪
さ
れ
て
は
い
た
が
、

人
口
的
に
も
社
会
経
済
的
に
も
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

市
民
権
関
連
法
令

　

ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
権
は
、
一
五
八
〇
年
に
同
市
が
改
革
派
を
唯
一
の
公
認
宗
派
と
し
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
実
践
を
非
合
法
化
し
た
後
も
長
ら
く

宗
派
化
を
免
れ
て
い
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
市
民
権
が
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
新
た
な
カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
も
誕
生
し
続

け
て
い
た
の
で
あ
る
。
市
参
事
会
は
一
六
一
一
年
に
、
市
民
権
志
願
者
に
前
居
住
地
で
発
行
さ
れ
た
自
ら
の
「
良
き
行
い
」
を
示
す
証
書
を
提

出
す
る
よ
う
求
め
、
一
六
二
九
年
に
は
彼
ら
に
「
適
格
性
と
品
行
」
を
証
明
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
が
、
一
七
世
紀
前
半
の
段
階
で
は
宗
派
に

関
す
る
規
定
は
な
か
っ
た）（（
（

。
潮
目
が
変
わ
り
始
め
る
の
は
、
対
ス
ペ
イ
ン
反
乱
が
よ
う
や
く
終
結
し
つ
つ
あ
っ
た
一
七
世
紀
半
ば
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
締
結
直
前
の
一
六
四
八
年
初
め
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
改
革
派
教
会
会
議
は
市
参
事
会
へ
の
請
願
書
の
中
で
、
カ
ト

リ
ッ
ク
に
市
民
権
や
ギ
ル
ド
加
入
権
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
た
。
曰
く
、
都
市
共
同
体
の
中
核
か
ら
「
敵
」
―
―
す
な
わ
ち
カ
ト

リ
ッ
ク
―
―
を
排
除
す
る
こ
と
は
都
市
の
繁
栄
を
損
な
う
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
促
進
す
る
。
改
革
派
教
会
は
カ
ト
リ
ッ
ク
を
、
贖
宥
状
の
購
入
や

外
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
・
修
道
院
の
建
設
の
た
め
に
都
市
の
金
を
横
流
し
す
る
潜
在
的
反
乱
分
子
だ
と
論
じ
た）（（
（

。
同
様
に
、
一
六
四
九
年
に

改
革
派
教
会
会
議
は
市
参
事
会
に
対
し
て
、
特
に
収
入
の
少
な
い
市
民
権
志
願
者
が
「
教
皇
主
義
者
」
で
あ
る
か
ど
う
か
厳
し
く
審
査
す
べ
き

だ
と
提
言
し
た）（（
（

。
改
革
派
教
会
は
「
異
端
」
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
を
市
民
か
ら
排
除
し
、
社
会
的
な
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
し
て
の
都
市
共
同
体

を
浄
化
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（　
　

）
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都
市
の
財
政
問
題
が
さ
ら
に
悪
化
し
て
い
く
中
、
一
六
五
〇
年
代
半
ば
に
市
参
事
会
は
経
済
的
必
要
性
か
ら
、
改
革
派
教
会
の
市
民
権
宗
派

化
提
言
に
部
分
的
に
応
え
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
一
六
五
四
年
以
降
、
市
参
事
会
は
市
民
権
志
願
者
、
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
志
願
者
に
「
信
仰

と
品
行
」
を
証
明
す
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

。
ま
た
同
年
、
市
民
権
審
査
に
お
い
て
以
下
の
三
点
も
問
わ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

市
民
権
志
願
者
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
に
や
っ
て
来
る
直
前
に
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
か
、
市
民
の
娘
あ
る
い
は
寡
婦
と
結
婚
す
る
予
定
が
あ
る
か
も

し
く
は
既
に
結
婚
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
あ
る
い
は
そ
の
郊
外
に
お
い
て
連
続
し
た
三
年
以
上
の
居
住
歴
を
持
つ
か
ど

う
か
、
で
あ
る）（（
（

。
翌
年
、
都
市
へ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
流
入
に
関
し
て
改
革
派
教
会
会
議
か
ら
再
度
苦
情
を
訴
え
ら
れ
た
市
参
事
会
は
、「
市
参
事

会
が
全
会
一
致
で
幾
つ
か
の
明
白
な
理
由
に
よ
っ
て
認
め
な
い
限
り
」
と
い
う
曖
昧
な
留
保
条
件
を
つ
け
つ
つ
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
市
民
権

を
付
与
し
な
い
、
と
い
う
決
定
を
下
し
た
。
さ
ら
に
、
も
し
あ
る
者
が
市
民
権
取
得
後
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、

そ
の
者
の
市
民
権
は
亡
く
な
る
と
同
時
に
失
わ
れ
子
ど
も
に
は
相
続
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
定
め
ら
れ
た）（（
（

。

　

非
公
認
宗
派
に
市
民
権
取
得
を
認
め
な
い
こ
の
種
の
政
策
は
、
ナ
イ
メ
ー
ヘ
ン
や
ス
ヘ
ル
ト
ー
ヘ
ン
ボ
ス
と
い
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
内
陸
州
都
市

や
、
ア
ー
ヘ
ン
や
ケ
ル
ン
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
都
市
で
は
施
行
さ
れ
て
い
た
が
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
や
ハ
ー
ル
レ
ム
の
よ
う
な
ホ
ラ
ン
ト
州
都
市

に
は
み
ら
れ
な
い）（（
（

。
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
国
際
商
業
の
中
心
地
と
し
て
経
済
的
繁
栄
を
謳
歌
し
た
ホ
ラ
ン
ト
州
都
市
と
は
異
な
り
、
ユ

ト
レ
ヒ
ト
の
経
済
は
地
元
の
手
工
業
に
依
存
し
て
お
り
、
入
移
民
の
ほ
と
ん
ど
は
ド
イ
ツ
を
含
む
東
方
か
ら
の
手
工
業
者
で
あ
っ
た
。
財
政
問

題
が
深
刻
化
し
て
い
く
中
で
改
革
派
教
会
か
ら
の
圧
力
を
受
け
て
い
た
市
参
事
会
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
宗
派
的
他
者
を
新
市
民
か
ら
排
除

し
ギ
ル
ド
加
入
を
認
め
な
い
こ
と
で
、
衰
退
し
て
い
く
ロ
ー
カ
ル
な
市
場
の
利
益
の
再
配
分
先
を
宗
派
的
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
前
述
の
留
保
条
件
を
設
け
て
、
特
例
措
置
を
認
め
る
判
断
基
準
を
曖
昧
に
し
た
こ
と
で
、
市
参
事
会
は
、
経
済
的
に
有
用
な
カ
ト
リ
ッ

ク
に
は
市
民
権
を
与
え
る
余
地
を
法
文
の
中
に
つ
く
り
出
し
て
も
い
た
。
改
革
派
教
会
と
多
様
な
宗
派
の
市
民
・
住
民
の
間
に
挟
ま
れ
な
が
ら

宗
派
共
存
環
境
を
統
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
改
革
派
為
政
者
は
、
都
市
共
同
体
の
宗
教
的
浄
化
を
目
指
す
教
会
会
議
が
提
言
し
た
、
新
市
民
か

ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
排
除
を
、
経
済
政
策
の
一
環
と
し
て
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

（　
　

）
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ユ
ト
レ
ヒ
ト
経
済
は
、
一
六
七
二
～
七
三
年
の
フ
ラ
ン
ス
軍
に
よ
る
ユ
ト
レ
ヒ
ト
占
領
及
び
、
ホ
ラ
ン
ト
州
を
フ
ラ
ン
ス
軍
か
ら
守
る
た
め

に
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
軍
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
洪
水
線w

aterlinie

作
戦
に
よ
っ
て
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た）（（
（

。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
人
口
は
一
六

七
二
年
か
ら
一
六
九
〇
年
の
間
に
一
五
～
二
〇
％
も
下
落
し
た）（（
（

。
フ
ラ
ン
ス
軍
撤
退
後
、
一
六
七
四
年
四
月
に
発
足
し
た
ユ
ト
レ
ヒ
ト
新
政
府

は
財
政
再
建
へ
向
け
た
種
々
の
方
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
の
一
つ
に
救
貧
制
度
改
革
が
あ
っ
た
。
従
来
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
は
、

オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
教
会
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
が
同
宗
派
成
員
の
在
宅
貧
民
を
、
都
市
救
貧
院
が
カ
ト
リ
ッ
ク
も
含
む
そ
の
他
の
在
宅
貧
民
全
て
を
対

象
に
施
し
を
与
え
て
い
た
が
、
市
参
事
会
は
一
六
七
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
制
度
改
革
の
中
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
貧
民
の
み
を
都
市
救
貧
院

か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
決
定
し
た）（（
（

。
都
市
財
政
再
建
の
た
め
に
公
的
救
貧
の
負
担
を
軽
減
す
る
際
、
改
革
派
為
政
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
貧
民
を
犠

牲
に
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
他
方
で
一
六
七
四
年
五
月
、
市
参
事
会
は
一
六
五
五
年
以
来
の
市
民
権
獲
得
規
定
を
緩
和
し
、
行
い
が

好
ま
し
い
と
み
な
さ
れ
た
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
出
身
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
市
民
権
を
与
え
る
、
と
決
議
し
た）（（
（

。
そ
の
半
年
後
に
は
、
市
参
事
会
員
の

過
半
数
が
認
め
る
場
合
、
同
州
出
身
で
は
な
い
カ
ト
リ
ッ
ク
に
も
市
民
権
を
付
与
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た）（（
（

。
こ
の
規
制
緩
和
の
背
景
に
は
、
地

元
近
く
出
身
で
市
民
権
取
得
料
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
経
済
力
が
あ
る
者
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
て
も
、
経
済
的

に
荒
廃
し
多
く
の
人
口
を
失
っ
た
都
市
に
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
、
市
参
事
会
の
政
治
的
判
断
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
改
革
派
為
政
者
は
、

都
市
の
公
的
救
貧
の
負
担
と
な
る
貧
し
い
カ
ト
リ
ッ
ク
は
切
り
捨
て
た
が
、
都
市
財
政
の
再
建
に
必
要
な
中
流
以
上
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
市
民

権
の
門
戸
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
依
然
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
市
民
権
を
認
め
る
基
準
は
曖
昧
さ
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
一
六

九
六
年
に
は
複
数
の
現
役
市
参
事
会
員
や
元
市
長
が
、
そ
の
判
断
基
準
を
よ
り
明
確
に
す
る
法
令
を
作
成
す
る
よ
う
提
言
し
た
が
、
一
七
世
紀

中
に
新
た
な
法
令
が
発
布
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た）（（
（

。

　

市
民
権
は
他
方
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
抑
圧
を
通
じ
た
改
革
派
為
政
者
の
多
宗
派
都
市
統
治
戦
略
に
お
い
て
依
然
と
し
て
鍵
を
握
っ
て
い
た
。
一

六
七
七
年
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
発
布
さ
れ
た
初
め
て
の
宗
派
混
合
婚
規
制
法
令
は
、
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
夫
婦
を
対
象
に
し
て
い
る
。
こ
れ

以
降
、
結
婚
に
際
し
て
宗
派
混
合
カ
ッ
プ
ル
は
、
以
下
の
三
点
に
関
し
て
宣
誓
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
違
反
が
あ
れ
ば
夫
婦
揃
っ
て
市

（　
　

）
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民
権
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
配
偶
者
は
自
ら
の
信
仰
を
い
か
な
る
形
で
も
実
践
し
な
い
こ
と
（
一
五
八
〇
年
以
来
の
禁

令
の
確
認
）。
次
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
配
偶
者
は
、
改
革
派
の
配
偶
者
が
宗
派
的
義
務
に
家
の
内
外
で
従
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
こ
と
。
そ
し
て
最

後
に
、
夫
婦
の
子
ど
も
に
は
改
革
派
の
洗
礼
と
教
育
を
授
け
る
こ
と）（（
（

。
実
際
、
一
七
世
紀
中
に
三
組
の
夫
婦
が
こ
の
法
令
に
違
反
し
た
こ
と
が

原
因
で
市
民
権
を
失
っ
て
い
る
（
市
民
権
が
剥
奪
さ
れ
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ
一
六
八
一
・
一
六
九
〇
・
一
六
九
二
年
）。
い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
カ

ト
リ
ッ
ク
の
夫
が
改
革
派
成
員
で
あ
っ
た
は
ず
の
妻
を
「
唆
し
」
て
「
教
皇
派
」
に
改
宗
さ
せ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
妻
の
改
宗
の
み
な
ら
ず
、

一
六
八
一
年
の
事
例
で
は
夫
婦
の
間
に
生
ま
れ
た
二
人
の
子
ど
も
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
洗
礼
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
一
六
九
二
年
の
事
例
で
は
妻

が
改
革
派
の
前
夫
と
の
間
に
も
う
け
て
い
た
連
れ
子
の
娘
も
改
革
派
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
て
い
た
こ
と
が
併
せ
て
問
題
視
さ
れ
た）（（
（

。
ま

た
、
一
六
七
九
年
に
カ
ト
リ
ッ
ク
隠
れ
教
会
（
家
や
納
屋
の
中
に
備
え
付
け
れ
ら
た
礼
拝
堂
）
が
建
設
中
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
た
際
、
そ
の
建
設

に
関
わ
っ
た
大
工
と
石
工
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
非
合
法
行
為
に
加
担
し
た
廉
で
市
民
権
を
剥
奪
さ
れ
た）（（
（

。
こ
の
大
工
と
石
工
自
身
が
カ
ト
リ
ッ

ク
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
一
七
世
紀
末
に
お
い
て
も
、
改
革
派
為
政
者
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
活
動
を
規
制
し
、
宗
派
共
存
環

境
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
際
の
「
賭
け
金
」
の
一
つ
に
、
市
民
権
が
依
然
と
し
て
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。

　
　
　
　
三
　
実
態
―
―
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
市
民
権
取
得

　

一
六
五
五
年
以
降
、
実
際
に
は
ど
れ
程
の
数
の
、
ど
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
権
を
取
得
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章

は
、
市
民
登
録
簿
を
主
な
一
次
史
料
と
し
て
用
い
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
市
民
権
志
願
者
の
数
量
デ
ー
タ
と
社
会
的
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
、
一
部
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
市
民
権
獲
得
を
可
能
に
さ
せ
た
要
因
を
探
る
。
一
六
五
四

年
に
定
め
ら
れ
た
三
つ
の
審
査
項
目
、
す
な
わ
ち
出
生
地
あ
る
い
は
以
前
・
直
前
の
居
住
地
、
市
民
の
娘
あ
る
い
は
寡
婦
と
の
婚
姻
関
係
、
そ

し
て
市
内
・
郊
外
で
の
居
住
年
数
が
実
際
に
考
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
本
章
は
、
市
民
権
志
願
者
と
市
民
・
名
士

（　
　

）
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六

の
個
人
的
な
関
係
も
市
民
権
獲
得
に
際
し
て
重
要
で
あ
っ
た
、
と
も
論
じ
る
。

　
　
　
　
　

数
量
デ
ー
タ
と
社
会
的
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　

ま
ず
は
数
量
デ
ー
タ
か
ら
み
て
い
こ
う
。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
登
録
簿
は
、
基
本
的
に
は
市
民
権
購
入
希
望
者
の
氏
名
や
職
業
、
婚
姻
関
係
、

出
身
地
あ
る
い
は
前
居
住
地
、
そ
し
て
市
民
権
取
得
の
可
否
を
記
し
て
い
る
だ
け
で
、
個
々
人
の
信
仰
を
明
ら
か
に
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

同
登
録
簿
に
は
例
外
的
に
、
上
述
の
反
カ
ト
リ
ッ
ク
法
令
が
発
布
さ
れ
た
一
六
五
五
年
か
ら
一
六
七
九
年
ま
で
一
三
一
名
の
市
民
権
志
願
者
に

関
し
て
、
同
法
令
に
従
っ
て
申
請
を
却
下
す
る
か
ど
う
か
審
査
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
一
三
一
名
に
関
し
て
は
、
彼
ら

が
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
信
奉
し
て
い
た
こ
と
を
確
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
一
一
〇
人
が
最
終
的
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
と
し
て
登
録
さ
れ

た
（
八
四
・
〇
％
））

（（
（

。

　

一
六
五
五
年
か
ら
フ
ラ
ン
ス
軍
占
領
が
始
ま
る
一
六
七
二
年
ま
で
の
間
に
、
少
な
く
と
も
九
六
名
の
カ
ト
リ
ッ
ク
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
権
購

入
を
申
請
し
て
い
た
。
平
均
し
て
年
五
・
六
人
で
あ
る
。
九
六
名
中
六
八
人
（
七
〇
・
八
％
）
が
一
六
五
六
～
一
六
六
一
年
の
間
に
最
終
審
査

結
果
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
九
六
名
の
志
願
者
の
う
ち
、
八
六
人
（
九
〇
・
〇
％
）
が
最
終
的
に
市
民
と
し
て
登
録
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
八

名
は
そ
れ
ま
で
に
複
数
回
申
請
を
却
下
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
イ
ェ
リ
ス
・
ラ
イ
ニ
ー
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
四
度
目
の
申
請
で
よ
う
や
く
市
民
権

を
取
得
し
た）（（
（

。
一
二
名
の
市
民
権
取
得
者
に
関
し
て
の
み
、
そ
の
購
入
金
額
が
わ
か
っ
て
い
る
。
最
も
高
額
だ
っ
た
の
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
・
ヤ

コ
ブ
ス
ゾ
ー
ン
・
フ
ァ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ル
ラ
ー
ク
が
支
払
っ
た
三
〇
フ
ル
デ
ン
で
あ
り
、
最
も
少
額
だ
っ
た
の
が
ヘ
ル
マ
ン
・
ヨ
ー
ス
テ
ン
と

ペ
ー
タ
ー
・
コ
ル
ネ
リ
ス
ゾ
ー
ン
・
フ
ェ
ァ
ラ
ー
ン
の
一
二
フ
ル
デ
ン
で
あ
っ
た
。
後
者
二
人
は
市
民
の
娘
あ
る
い
は
寡
婦
と
結
婚
し
て
い
た）（（
（

。

こ
こ
で
記
録
さ
れ
て
い
る
金
額
は
法
令
で
定
め
ら
れ
た
市
民
権
取
得
料
に
近
か
っ
た
と
い
え
る
が
、
法
定
価
格
と
の
間
に
若
干
の
誤
差
が
生
じ

た
理
由
を
史
料
上
で
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

フ
ラ
ン
ス
軍
撤
退
後
に
新
政
府
が
発
足
し
た
一
六
七
四
年
か
ら
一
六
七
九
年
の
間
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
市
民
権
購
入
希
望
者
は
三
五
名
で

（　
　

）
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七

あ
っ
た
。
平
均
し
て
年
五
・
八
人
の
申
請
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
一
六
五
六
～
七
二
年
の
比
率
（
年
五
・
六
人
）
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
一

六
七
四
～
七
五
年
に
三
五
名
中
二
七
人
（
七
七
・
一
％
）
が
最
終
審
査
結
果
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
三
五
名
中
二
四
人
（
六
八
・
六
％
）
が
最
終

的
に
市
民
と
し
て
登
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
四
名
は
複
数
回
申
請
が
却
下
さ
れ
た
後
に
市
民
権
を
得
て
い
た
。
市
民
権
取
得
率
は
一
六
五

五
～
七
二
年
（
九
〇
・
〇
％
）
よ
り
も
低
下
し
て
い
る
。
一
六
七
四
年
に
市
参
事
会
は
、
荒
廃
し
た
都
市
に
人
を
呼
び
込
も
う
と
し
て
、
カ
ト

リ
ッ
ク
に
対
す
る
市
民
権
獲
得
規
定
を
法
令
上
は
緩
和
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
不
適
格
な
志
願
者
の
割
合
が
以
前
よ
り
も
高
か
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
史
料
の
制
約
故
に
残
念
な
が
ら
推
論
の
域
を
出
な
い
。
一
六
七
七
年
に
市
長
は
改
革
派
教
会
会
議
に
対
し
て
、

今
後
カ
ト
リ
ッ
ク
に
市
民
権
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
と
説
明
し
て
い
た
が）（（
（

、
ロ
メ
ス
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
は
一
八
世
紀
に
至
っ
て
も
新
た
な
カ

ト
リ
ッ
ク
市
民
は
誕
生
し
続
け
て
い
た）（（
（

。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
市
民
権
志
願
者
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
市
民
登
録
簿
に
よ
れ
ば
、
少
な
く

と
も
五
六
人
は
手
工
業
者
か
商
人
で
あ
っ
た
。
一
三
一
名
の
う
ち
女
性
は
四
人
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
人
は
既
婚
者
で
あ
り
、
二
人
は
寡

婦
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
残
り
の
一
人
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
一
二
七
名
の
男
性
の
志
願
者
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
四
二
人
が

市
民
の
娘
・
寡
婦
と
結
婚
し
て
い
た
か
婚
約
中
で
あ
っ
た
。
市
民
登
録
簿
は
六
六
名
の
志
願
者
に
関
し
て
、
出
生
地
あ
る
い
は
以
前
・
直
前
の

居
住
地
を
記
載
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
五
五
人
は
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
出
身
者
で
あ
り
（
八
三
・
三
％
）、
八
人
が
北
西
ド
イ
ツ
か
ら
（
一
二
・

一
％
）、
二
人
が
低
地
地
方
南
部
か
ら
（
三
・
〇
％
）、
一
人
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
（
一
・
五
％
）
や
っ
て
来
て
い
た
。
共
和
国
出
身
の
カ
ト

リ
ッ
ク
市
民
権
志
願
者
五
五
名
の
う
ち
、
三
一
人
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
か
ら
、
一
四
人
が
ヘ
ル
ダ
ー
ラ
ン
ト
州
か
ら
、
四
人
が
北
ブ
ラ
バ
ン
ト
か

ら
、
三
人
が
オ
ー
フ
ェ
ル
エ
イ
セ
ル
州
か
ら
、
一
人
が
ホ
ラ
ン
ト
州
か
ら
、
一
人
が
リ
ン
ブ
ル
フ
か
ら
、
一
人
が
ド
レ
ン
テ
か
ら
や
っ
て
来
て

い
た
。
ホ
ラ
ン
ト
州
出
身
者
の
人
数
が
少
な
い
こ
と
を
除
け
ば
、
こ
の
比
率
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
と
の
距
離
を
反
映
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
一
三
一
名
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
何
故
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
や
っ
て
来
て
市
民
権
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
彼
ら

の
動
機
を
直
接
的
に
知
る
術
は
な
い
。
恐
ら
く
、
職
業
上
の
理
由
や
家
族
に
関
わ
る
理
由
が
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
五
六
名
の
男
性
市
民
権

（　
　

）
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八

志
願
者
は
手
工
業
者
か
商
人
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
市
民
に
な
る
こ
と
で
ギ
ル
ド
加
入
権
や
流
通
税
免
税
特
権
を
享
受
す
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
ロ
メ
ス
に
よ
れ
ば
、
一
五
八
〇
年
か
ら
一
六
七
九
年
ま
で
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
人
口
増
加
数
の
三
分
の
二
は
オ
ラ
ン

ダ
共
和
国
外
か
ら
の
移
民
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
出
身
地
あ
る
い
は
以
前
・
直
前
の
居
住
地
が
判
明
し
て
い
る
六
六
名
の
カ
ト
リ
ッ
ク
市

民
権
志
願
者
の
ほ
と
ん
ど
は
共
和
国
内
か
ら
や
っ
て
来
て
い
た
。
国
外
か
ら
や
っ
て
来
た
カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
権
志
願
者
の
地
理
的
パ
タ
ー
ン
は
、

国
外
か
ら
の
移
民
全
般
の
そ
れ
と
一
致
し
て
お
り
、
北
西
ド
イ
ツ
出
身
者
の
割
合
が
一
番
高
く
、
次
い
で
低
地
地
方
南
部
か
ら
の
移
民
が
多

か
っ
た）（（
（

。
共
和
国
に
隣
接
し
て
お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
が
公
認
さ
れ
て
い
る
北
西
ド
イ
ツ
や
低
地
地
方
南
部
に
住
む
カ
ト
リ
ッ
ク
俗
人
が
、

改
革
派
統
治
下
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
わ
ざ
わ
ざ
移
住
し
て
く
る
宗
教
的
動
機
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い）（（
（

。

　
　
　
　
　

市
民
権
獲
得
要
因

　

一
六
五
四
年
に
制
定
さ
れ
た
三
つ
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
市
民
権
審
査
に
お
い
て
実
際
に
考
慮
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
出
身
地

あ
る
い
は
以
前
・
直
前
の
居
住
地
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
で
あ
っ
た
三
一
名
の
う
ち
、
二
九
人
が
市
民
権
取
得
に
成
功
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
同
州

出
身
者
向
け
に
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
翌
年
の
一
六
七
五
年
に
市
民
権
を
得
た
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
テ
ン
ホ
ル
ト
の
場
合
、
市
民
登
録
簿
は
市
民
権

を
認
め
た
理
由
と
し
て
、
彼
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
出
身
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る）（（
（

。
ま
た
市
民
登
録
簿
に
は
記
録
が
な
い
が
、
市
参
事
会
議

事
録
に
よ
れ
ば
、
一
六
七
七
年
九
月
に
幾
人
か
の
カ
ト
リ
ッ
ク
が
特
別
に
市
民
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
特
例
措
置
を
と
っ
た
理
由
と
し
て
市
参

事
会
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
出
身
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
市
民
の
娘
と
結
婚
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る）（（
（

。
市
民
登
録
簿
上

で
市
民
の
娘
・
寡
婦
と
結
婚
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
四
二
名
の
志
願
者
の
う
ち
、
申
請
が
却
下
さ
れ
た
の
は
四
人
の
み
で
あ
る
。
市

民
登
録
簿
は
、
一
度
は
申
請
を
却
下
し
二
度
目
の
審
査
で
市
民
権
を
認
可
し
た
三
名
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
関
し
て
、
二
度
目
の
記
録
で
初
め
て
、

彼
ら
が
市
民
の
娘
と
結
婚
し
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
詳
細
は
不
明
だ
が
、
こ
の
三
名
は
市
民
権
取
得
に
一
旦
失
敗
し
た
後
に
市
民
の

娘
・
寡
婦
と
結
婚
し
、
そ
の
こ
と
が
二
度
目
の
審
査
時
に
都
市
当
局
の
印
象
を
よ
く
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
三
年
以
上
の
都
市
居
住

（　
　

）
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九

歴
は
最
低
限
の
基
準
で
し
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
居
住
年
数
は
全
志
願
者
に
関
し
て
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
最
も
長
い
居
住

歴
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
一
六
七
四
年
に
市
民
権
を
得
た
ピ
ー
タ
ー
・
フ
ェ
ァ
ハ
ー
ヘ
ン
で
あ
り
、
彼
は
申
請
時
点
で
既
に
一
八
年
間
ユ
ト
レ

ヒ
ト
市
あ
る
い
は
そ
の
郊
外
に
住
ん
で
い
た）（（
（

。
他
方
、
記
録
が
残
っ
て
い
る
中
で
最
も
短
い
居
住
歴
は
ヤ
ン
・
ホ
ー
ヘ
ボ
ー
ム
の
寡
婦
ア
リ

ア
ー
ン
ト
ヘ
ン
の
六
年
で
あ
り
、
三
年
以
上
と
い
う
基
準
は
満
た
し
て
い
た
が
、
彼
女
の
申
請
は
却
下
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

法
文
の
外
側
に
あ
る
、
市
民
権
志
願
者
と
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
・
名
士
の
個
人
的
な
関
係
も
、
市
民
権
獲
得
に
際
し
て
は
重
要
で
あ
っ
た
。
市

民
登
録
簿
に
よ
れ
ば
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
一
〇
年
以
上
の
居
住
歴
を
持
っ
た
手
工
業
者
ヴ
ィ
レ
ム
・
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ス
が
市
民
と
し
て
認
め
ら
れ
た

の
は
、
詳
細
は
不
明
だ
が
、「
ワ
イ
ン
商
人
た
ち
が
彼
を
切
実
に
必
要
と
し
て
い
た
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
は
都
市
共
同
体
に
と
っ
て
の
自
ら

の
有
用
性
を
証
明
で
き
て
い
た
の
で
あ
る）（（
（

。
ま
た
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
や
そ
の
近
隣
の
社
会
経
済
的
エ
リ
ー
ト
と
の
繋
が
り
を
活
か
し
て
市
民
権
を

取
得
で
き
た
者
も
い
た
。
例
え
ば
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
ユ
ト
フ
ァ
ー
ス
村
か
ら
や
っ
て
来
て
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
権
を
得
た
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
ヘ
ル

ベ
ル
ト
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ヴ
ェ
ス
ヴ
ァ
ー
イ
の
両
親
は
、
ユ
ト
フ
ァ
ー
ス
の
ス
ハ
ウ
ト
（
原
則
と
し
て
改
革
派
成
員
に
の
み
許
さ
れ
た
公
職
者
で
下
級

裁
判
に
お
け
る
訴
追
人
）
と
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
の
娘
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
市
民
登
録
簿
に
明
記
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
ラ
ヴ
ェ
ス
ヴ
ァ
ー
イ
家
は
ユ
ト

レ
ヒ
ト
で
も
名
が
知
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
六
五
〇
年
に
ア
ー
ル
ト
・
ペ
ー
ル
ボ
ー
ム
が
自
宅
で
カ
ト
リ
ッ
ク
非
合
法
集
会
を
開
催
し
た

廉
で
訴
追
さ
れ
た
時
、
帽
子
商
人
の
市
民
ア
ン
ド
リ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
ラ
ヴ
ェ
ス
ヴ
ァ
ー
イ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
持
つ
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
裁

判
所
弁
護
士
ベ
ル
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
ズ
ト
フ
ェ
ン
と
共
に
出
廷
し
、
被
告
の
た
め
に
罰
金
四
九
〇
フ
ル
デ
ン
を
市
裁
判
所
に
支
払
っ
て
い
る）（（
（

。

対
カ
ト
リ
ッ
ク
裁
判
に
お
い
て
は
、
法
律
家
に
加
え
て
社
会
経
済
的
名
士
（
彼
ら
の
信
仰
は
史
料
上
で
不
明
で
あ
る
場
合
が
多
い
が
、
相
当
数
の
カ
ト

リ
ッ
ク
も
含
ま
れ
た
）
が
出
廷
し
、
被
告
の
身
元
を
保
証
し
、
被
告
の
た
め
に
証
言
・
抗
弁
し
、
罰
金
・
保
釈
金
を
支
払
う
こ
と
が
多
か
っ
た）（（
（

。

ラ
ヴ
ェ
ス
ヴ
ァ
ー
イ
家
も
そ
う
し
た
名
望
家
に
数
え
ら
れ
る
。

　

貴
族
コ
ル
ネ
リ
ス
・
フ
ァ
ン
・
ス
パ
ン
ゲ
ン
（
一
五
九
七
～
一
六
六
三
年
）
も
そ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
名
士
の
一
人
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
非

合
法
集
会
を
開
催
し
た
廉
で
訴
追
さ
れ
た
義
母
ア
ナ
・
カ
タ
リ
ナ
・
モ
ム
（
一
六
六
三
年
没
）
の
罰
金
を
二
度
に
渡
っ
て
肩
代
わ
り
し
て
い
る

（　
　

）

一
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が
）
（（
（

、
彼
は
カ
ト
リ
ッ
ク
新
市
民
の
身
元
保
証
人
に
も
な
っ
て
い
た
。
ア
ド
リ
ア
ー
ン
・
ク
ラ
ー
ス
ゾ
ー
ン
は
一
六
六
三
年
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民

権
を
得
て
い
る
が
、
市
民
登
録
簿
に
は
、
申
請
時
に
彼
が
フ
ァ
ン
・
ス
パ
ン
ゲ
ン
の
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、

一
六
五
六
年
六
月
に
市
民
権
申
請
を
一
旦
は
却
下
さ
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ヘ
ー
ペ
ン
ス
が
同
年
一
一
月
に
市
民
と
し
て
認
め
ら
れ
た
際
、

フ
ァ
ン
・
ス
パ
ン
ゲ
ン
は
市
参
事
会
に
、
ス
ヘ
ー
ペ
ン
ス
の
子
ど
も
が
都
市
救
貧
院
か
ら
施
し
を
得
る
必
要
が
な
い
よ
う
面
倒
を
み
る
こ
と
を

約
束
し
て
い
た）（（
（

。
当
初
、
為
政
者
は
ス
ヘ
ー
ペ
ン
ス
家
が
都
市
に
と
っ
て
の
経
済
的
重
荷
に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
市
民
権
付
与
を
た
め
ら
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
・
ス
パ
ン
ゲ
ン
が
そ
の
不
安
を
解
消
し
た
こ
と
で
ス
ヘ
ー
ペ
ン
ス
は
市
民
権
獲
得
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ァ

ン
・
ス
パ
ン
ゲ
ン
は
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
け
る
自
ら
の
高
い
社
会
経
済
的
地
位
に
依
拠
し
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
新
市
民
と
し
て
認
め
る
よ

う
改
革
派
の
公
権
力
を
説
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
市
民
権
法
令
は
、
市
民
権
の
宗
派
化
を
求
め
る
改
革
派
教
会
か
ら
す
れ
ば
、
運
用
に
お
い
て
不
徹
底
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
他
方
、
経
済
的
に
有
用
な
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
市
民
権
を
与
え
る
余
地
を
法
文
の
中
に
予
め
設
け
て
い
た
市
参
事
会
か
ら
す

れ
ば
、
一
三
一
名
中
一
一
〇
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
曖
昧
な
そ
の
基
準
を
満
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
法
文
で
示
唆
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
出
身
者
、
市
民
の
娘
・
寡
婦
と
の
既
婚
者
・
婚
約
者
、
そ
し
て
市
内
・
郊
外
に
お
け
る
居
住
歴
が
長
い
者
は
、
そ
う

で
な
い
者
に
比
べ
て
市
民
権
を
取
得
し
や
す
か
っ
た
。
ま
た
、
法
文
で
は
言
及
が
な
い
、
市
民
権
志
願
者
と
市
民
・
名
士
の
個
人
的
関
係
も
市

民
権
審
査
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
法
文
の
曖
昧
さ
故
に
作
り
出
さ
れ
た
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
を
利
用
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

特
に
フ
ァ
ン
・
ス
パ
ン
ゲ
ン
の
事
例
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
名
士
が
同
宗
派
共
同
体
を
代
表
し
て
同
胞
を
庇
護
し
、
そ
の
高
い
社
会
経
済
的
地
位
を

活
か
し
て
、
改
革
派
政
府
に
対
し
て
彼
ら
の
身
元
を
保
証
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る）（（
（

。
（　
　

）
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四
　
言
説
―
―
市
民
性
に
関
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
認
識
と
生
存
戦
術

　

こ
こ
ま
で
、
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
市
民
権
に
関
し
て
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
法
令
の
内
容
と
運
用
実
態
を
論
じ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
は
市
民
性
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
論
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
研
究
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
、

本
章
は
、
公
権
力
へ
向
け
た
請
願
書
や
書
簡
、
基
金
趣
意
書
に
現
れ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
言
説
を
分
析
し
、
彼
ら
の
生
存
戦
術
の
中
に
位
置
づ
け

る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
市
民
と
し
て
の
権
利
や
良
心
の
自
由
を
主
張
し
、
都
市
共
同
体
へ
の
貢
献
や
帰
属
意
識
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
多
宗
派

都
市
を
「
カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
」
と
し
て
生
き
抜
く
余
地
を
つ
く
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

市
民
と
し
て
の
権
利
と
良
心
の
自
由

　

非
合
法
集
会
に
参
加
し
た
罪
で
起
訴
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
は
、
市
民
権
に
依
拠
し
て
司
法
当
局
を
非
難
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
市
民
エ

リ
ザ
ベ
ス
・
フ
ー
ベ
ル
ツ
ド
フ
タ
ー
と
仕
立
て
屋
の
市
民
ヤ
ン
・
デ
ィ
ル
ク
ス
ゾ
ー
ン
は
、
一
六
二
一
年
二
月
一
七
日
に
ス
プ
リ
ン
タ
ー
・

フ
ァ
ン
・
ナ
イ
エ
ン
ロ
ー
デ
の
家
で
開
か
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
非
合
法
集
会
に
参
加
し
た
容
疑
を
か
け
ら
れ
た
。
訴
追
さ
れ
た
後
、
彼
ら
は
そ
れ

ぞ
れ
市
裁
判
所
に
宛
て
て
請
願
書
を
提
出
し
た
。
二
通
の
請
願
書
は
ほ
ぼ
同
じ
文
言
で
被
告
の
潔
白
を
訴
え
て
お
り
、
書
き
手
は
二
人
の
ア
リ

バ
イ
証
言
を
集
め
て
い
た
公
証
人
ニ
コ
ラ
ー
ス
・
フ
ェ
ァ
ダ
ゥ
ン
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
通
の
請
願
書
は
こ
う
主
張
し
て
い
る
。
ス
ハ

ウ
ト
は
被
告
を
「
不
当
に
も
訴
追
」
し
、「
被
告
の
良
心
〔
の
自
由
〕
を
否
定
し
て
お
り
、〔
被
告
は
〕
宗
教
の
問
題
に
お
い
て
抑
圧
さ
れ
て
い

る
」、
と
。
曰
く
、
二
人
に
は
ア
リ
バ
イ
が
あ
り
、
件
の
集
会
に
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク

信
仰
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
容
疑
を
か
け
ら
れ
訴
追
さ
れ
て
い
る
。
二
通
の
請
願
書
は
、
良
心
の
自
由
を
保
障
す
る
ユ
ト
レ
ヒ
ト
同
盟

を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
市
裁
判
所
は
ス
ハ
ウ
ト
の
手
に
よ
る
起
訴
状
を
取
り
下
げ
る
べ
き
だ
と
訴
え
た
。
特
筆
す
べ
き
こ
と
に
、
フ
ー
ベ
ル

（　
　

）
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ツ
ド
フ
タ
ー
の
請
願
書
は
、
市
裁
判
所
こ
そ
が
「
市
民
権
を
享
受
」
で
き
る
よ
う
彼
女
を
ス
ハ
ウ
ト
か
ら
守
る
べ
き
だ
、
と
ま
で
主
張
し
て
い

る
）
（（
（

。
同
請
願
書
は
、
ス
ハ
ウ
ト
の
起
訴
行
為
を
良
心
の
自
由
に
反
す
る
宗
派
差
別
で
あ
る
と
非
難
し
、
信
仰
の
違
い
に
関
わ
ら
ず
、
同
胞
市
民

が
享
受
す
べ
き
権
利
を
守
る
と
い
う
市
裁
判
所
の
責
務
を
強
調
し
再
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
市
民
と
し
て
の
権
利
と
良
心
の
自
由
を
擁
護
す
る
主
張
は
、
代
牧
補
佐
か
つ
聖
マ
リ
ー
聖
堂
参
事
会
員
で
も
あ
っ
た
ユ
ト
レ

ヒ
ト
市
民
ヴ
ァ
フ
テ
ラ
ー
ル
が
、
信
仰
実
践
や
国
家
反
逆
罪
な
ど
幾
つ
も
の
罪
で
一
六
三
九
年
に
起
訴
さ
れ
た
際
に
提
出
し
た
請
願
書
に
お
い

て
も
み
ら
れ
る）（（
（

。
同
年
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
は
、
近
世
オ
ラ
ン
ダ
史
上
最
も
大
規
模
な
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
摘
発
捜
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
主
た
る

目
的
は
代
牧
ロ
ー
ヴ
ェ
ニ
ウ
ス
の
逮
捕
で
あ
る
。
八
月
二
三
日
深
夜
、
ロ
ー
ヴ
ェ
ニ
ウ
ス
が
頻
繁
に
訪
れ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
貴
族
女
性
ヘ
ン

ド
リ
カ
・
フ
ァ
ン
・
ダ
ゥ
フ
ェ
ン
フ
ォ
ー
ル
ド
（
一
五
九
五
～
一
六
五
八
年
）
の
家
が
司
法
当
局
に
よ
っ
て
襲
撃
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
ロ
ー
ヴ
ェ

ニ
ウ
ス
は
女
装
し
て
逃
走
に
成
功
し
、
代
わ
り
に
別
の
司
祭
が
逮
捕
・
投
獄
さ
れ
た
。
こ
の
後
も
、
ヴ
ァ
フ
テ
ラ
ー
ル
は
何
ら
備
え
を
す
る
こ

と
な
く
生
ま
れ
故
郷
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
普
段
と
変
わ
ら
ぬ
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
同
僚
司
祭
で
あ
る
ヤ
コ
ブ
ス
・
ド
・
ラ
・
ト
レ
（
一
六
〇
八

～
一
六
六
一
年
）
へ
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
フ
テ
ラ
ー
ル
は
「
自
ら
の
市
民
と
し
て
の
権
利
」
を
信
じ
て
い
た
が
故
に
、
襲
撃
・
逮
捕
の
危

険
は
な
い
と
判
断
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
朝
彼
が
朝
食
を
摂
り
に
外
出
し
て
い
た
隙
に
、
隠
れ
教
会
聖
ヘ
ル
ト
ル
ー
デ
ィ
ス
と

し
て
使
わ
れ
て
い
た
彼
の
家
は
ス
ハ
ウ
ト
た
ち
の
襲
撃
を
受
け
、
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
を
被
っ
た）（（
（

。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
か
ら
の
脱
出
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
ヴ
ァ
フ
テ
ラ
ー
ル
は
、
多
数
の
請
願
書
を
様
々
な
相
手
に
提
出
し
な
が
ら
法
廷
闘
争
を
戦
う
こ
と
に
な
る
。
中
で
も
、
オ
ラ
ニ
エ
公
フ
レ
デ

リ
ッ
ク
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
（
一
五
八
四
～
一
六
四
七
年
）
宛
て
の
請
願
書
は
、
良
心
の
自
由
に
触
れ
な
が
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
が
持
つ
正
当
な
権
利
の

保
障
を
訴
え
て
い
る
。
曰
く
、「
こ
の
地
で
は
、
公
的
宗
教
が
変
わ
っ
て
以
来
ず
っ
と
、
各
人
が
自
ら
の
良
心
に
従
っ
て
自
由
に
生
き
る
こ
と

は
許
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
、
根
本
原
理
と
さ
れ
て
き
た
し
、
様
々
な
布
告
や
公
的
決
議
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
て
き
た
」。
そ
れ
故
、

良
心
の
自
由
に
反
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
抑
圧
は
不
当
だ
と
ヴ
ァ
フ
テ
ラ
ー
ル
は
主
張
し
た）（（
（

。
他
に
も
、
ヴ
ァ
フ
テ
ラ
ー
ル
の
起
訴
状
へ
の
反
駁
の

中
で
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
弁
護
士
ヨ
ハ
ン
・
デ
・
ヴ
ィ
ッ
ト
（
同
名
の
有
名
な
ホ
ラ
ン
ト
州
法
律
顧
問
と
は
別
人
物
で
信
仰
は
不
明
）
は
以
下
の
よ

（　
　

）
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う
に
主
張
し
て
い
る
。
主
権
を
持
つ
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
議
会
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
裁
判
所
に
ヴ
ァ
フ
テ
ラ
ー
ル
に
対
す
る
不
当
な
裁
判
を
直
ち
に
取

り
止
め
さ
せ
、
良
心
の
自
由
を
享
受
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
権
利
を
守
る
べ
き
だ
、
と）（（
（

。
こ
こ
で
も
、
良
心
の
自
由
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
も
認
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
市
民
的
権
利
を
守
る
こ
と
こ
そ
が
公
権
力
の
務
め
で
あ
る
、
と
い
う
訴
え
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

都
市
共
同
体
や
公
的
秩
序
へ
の
貢
献
と
忠
誠

　

本
稿
第
二
章
で
み
た
よ
う
に
、
改
革
派
教
会
は
カ
ト
リ
ッ
ク
を
都
市
共
同
体
の
公
的
秩
序
に
仇
な
す
「
敵
」
と
し
て
表
象
し
て
い
た
。
他
方
、

ヴ
ァ
フ
テ
ラ
ー
ル
は
前
述
の
オ
ラ
ニ
エ
公
宛
て
の
請
願
書
の
冒
頭
で
、
低
地
地
方
北
部
に
は
昔
か
ら
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
が
住
み
続
け
て
き
て

お
り
、
彼
ら
は
同
地
の
「
貴
族
も
市
民
も
含
む
最
も
重
要
な
人
び
と
」
で
あ
る
、
と
訴
え
て
い
る
。
曰
く
、
そ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
エ
リ
ー

ト
は
、
政
治
的
公
職
に
就
く
権
利
を
奪
わ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
改
革
派
政
府
を
合
法
的
だ
と
認
め
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
当
時
ま
だ

終
結
し
て
い
な
か
っ
た
対
ス
ペ
イ
ン
反
乱
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
他
宗
派
の
者
と
協
力
し
て
「
ス
ペ
イ
ン
人
を
こ
の
地
か
ら
追
い
出
し

た
」
の
で
あ
り
、「
我
々
が
戦
っ
て
い
る
こ
の
戦
争
は
、
宗
教
間
の
戦
争
で
は
な
く
、
国
家
間
の
戦
争
な
の
で
あ
る
」。
カ
ト
リ
ッ
ク
、
特
に
そ

の
名
士
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
君
主
へ
の
反
乱
に
貢
献
し
、
改
革
派
政
府
に
忠
実
な
、
国
家
の
正
当
な
構
成
員
で
あ
る
、
と
ヴ
ァ
フ
テ
ラ
ー
ル
は
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る）（（
（

。

　

同
様
に
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
・
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ス
ト
と
し
て
有
名
な
カ
ト
リ
ッ
ク
画
家
ヘ
ラ
ル
ト
・
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
ホ
ル
ス
ト
（
一
五
九
二
～

一
六
五
六
年
）
は
、
自
ら
の
一
族
の
オ
ラ
ニ
エ
公
へ
の
忠
誠
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
弟
で
あ
る
司
祭
ヘ
ル
マ
ン
を
守
ろ
う
と
し
た
。
ヴ
ァ
フ
テ

ラ
ー
ル
家
と
同
様
に
、
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
ホ
ル
ス
ト
家
も
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
名
家
で
あ
り
、
ヘ
ラ
ル
ト
の
画
業
の
パ
ト
ロ
ン
は
オ
ラ
ニ
エ
公
フ
レ

デ
リ
ッ
ク
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
ヘ
ラ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ル
マ
ン
は
彫
刻
を
学
ぶ
と
い
う
（
表
向
き
の
？
）
理
由
で
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル

ペ
ン
に
滞
在
し
て
い
た
一
六
二
八
年
に
叙
階
さ
れ
、
一
六
三
〇
年
に
密
か
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
戻
っ
て
い
た）（（
（

。「
密
か
に
」
と
い
う
の
は
、
一
六

二
二
年
以
来
、
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
が
市
外
か
ら
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
や
っ
て
来
る
こ
と
は
原
則
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
一
六
三
一
年
、

（　
　

）
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ヘ
ラ
ル
ト
は
オ
ラ
ニ
エ
公
に
請
願
書
を
書
き
、
ヘ
ル
マ
ン
が
故
郷
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
住
む
こ
と
を
特
別
に
認
め
て
く
れ
る
よ
う
掛
け
合
っ
た
。

フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
ホ
ル
ス
ト
家
は
常
に
「
閣
下
と
こ
の
地
の
忠
実
な
臣
下
で
あ
り
良
き
愛
国
者
」
で
あ
っ
た
と
訴
え
な
が
ら
、
ヘ
ラ
ル
ト
は
、

ヘ
ル
マ
ン
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
高
齢
の
両
親
と
共
に
暮
ら
す
こ
と
を
許
し
て
欲
し
い
、
と
自
ら
の
パ
ト
ロ
ン
に
懇
願
し
た
。
ま
た
ヘ
ラ
ル
ト
は
、

ヘ
ル
マ
ン
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
い
て
市
民
や
「
他
の
多
く
の
別
の
信
仰
を
持
つ
者
た
ち
」
の
隣
で
「
静
か
に
謙
虚
に
」
暮
ら
す
用
意
が
あ
る
こ

と
も
強
調
し
た
。
請
願
書
の
中
で
ヘ
ラ
ル
ト
は
、
自
ら
の
一
族
を
オ
ラ
ニ
エ
公
に
忠
実
な
名
家
と
し
て
、
そ
し
て
司
祭
ヘ
ル
マ
ン
を
遵
法
精
神

の
あ
る
一
市
民
と
し
て
表
象
し
た
の
で
あ
る
。
一
六
三
二
年
三
月
、
こ
の
請
願
書
の
写
し
を
手
に
入
れ
た
市
参
事
会
は
前
市
長
ヨ
ハ
ン
・
フ
ァ

ン
・
ヴ
ェ
ー
デ
（
一
五
八
四
～
一
六
五
八
年
）
を
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
の
宿
営
に
派
遣
し
、
オ
ラ
ニ
エ
公
の
意
向
を
問
う
た
。
都
市

為
政
者
が
恐
れ
て
い
た
の
は
、
も
し
ヘ
ル
マ
ン
の
都
市
滞
在
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
名
家
出
身
の
司
祭
に
も
都
市
滞
在
を
認
め
ざ
る

を
得
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た）（（
（

。
数
日
後
に
届
い
た
フ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ー
デ
の
報
告
書
は
市
参
事
会
を
落
胆
さ
せ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
問
い
合
わ
せ
を
受
け
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
は
、
ヘ
ル
マ
ン
に
六
ヶ
月
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
滞
在
許
可
を
与
え
る
、

と
改
め
て
宣
言
し
た
の
で
あ
る）（（
（

。
ヘ
ラ
ル
ト
は
オ
ラ
ニ
エ
公
か
ら
特
別
認
可
を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
た）（（
（

。

　

一
六
七
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
軍
に
よ
る
占
領
が
終
わ
っ
た
後
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
は
都
市
共
同
体
へ
の
貢
献
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
自
ら
と

自
宗
派
共
同
体
の
生
き
残
り
を
確
か
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
一
六
七
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
救
貧
制
度
改
革
の
中

で
、
都
市
救
貧
院
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
の
み
が
排
除
さ
れ
た
。
こ
の
差
別
的
な
政
策
に
端
を
発
す
る
市
長
と
の
論
争
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
共

同
体
を
代
表
し
た
ユ
ト
レ
ヒ
ト
州
裁
判
所
弁
護
士
ヘ
ラ
ル
ト
・
フ
ァ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ク
と
ワ
イ
ン
商
人
ニ
コ
ラ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ン
ク
ム
は
、

長
年
カ
ト
リ
ッ
ク
も
大
い
に
協
力
し
て
き
た
「
公
的
募
金
」
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
都
市
救
貧
院
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
み
を
排
除
す
る
こ
と

は
不
当
で
あ
る
と
論
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
市
長
ヨ
ハ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ネ
レ
ス
テ
イ
ン
は
、
都
市
救
貧
院
か
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
排
除
は
「
宗
教
的

憎
悪
に
よ
っ
て
で
は
な
く
財
政
難
の
故
に
」
な
さ
れ
た
、
と
弁
明
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
本
来
で
あ
れ
ば
非
合
法
行
為
で
あ
る
は
ず
の

カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
独
自
の
救
貧
組
織
運
営
を
最
終
的
に
は
黙
認
し
た）（（
（

。
ま
た
、
一
六
七
四
年
末
に
カ
ト
リ
ッ
ク
隠
れ
教
会
聖
ヘ
ル
ト
ル
ー

（　
　

）
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デ
ィ
ス
に
お
け
る
非
合
法
集
会
が
検
挙
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
同
教
会
の
カ
ト
リ
ッ
ク
た
ち
は
翌
年
一
月
に
ス
ハ
ウ
ト
に
請
願
書
を
提
出
し
た
。

ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
「
市
民
と
住
民
」
で
あ
る
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
が
「
自
ら
の
財
産
と
血
を
賭
し
て
祖
国
と
特
に
こ
の
都
市
に
尽
く
し
て
」
き
て

お
り
、「
他
の
者
た
ち
と
同
様
に
信
頼
で
き
る
臣
下
と
し
て
、
愛
す
べ
き
祖
国
を
敵
〔
フ
ラ
ン
ス
〕
か
ら
速
や
か
に
解
放
し
た
」
と
論
じ
て
い
る
。

信
仰
の
違
い
を
越
え
た
、
国
家
や
都
市
共
同
体
へ
の
貢
献
を
強
調
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
他
宗
派
の
者
と
同
様
に
自
分
た
ち
も
信
頼
さ
れ
た
同
胞

市
民
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
相
応
し
い
は
ず
だ
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

他
方
、
改
革
派
一
般
信
徒
の
中
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
同
胞
市
民
と
し
て
認
め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
法
的
救
済
に
尽
力
す
る
者
も
い
た
。
フ
ラ

ン
ス
軍
撤
退
後
の
一
六
七
四
年
五
月
、
市
参
事
会
と
市
裁
判
所
は
フ
ラ
ン
ス
占
領
期
の
「
悪
し
き
行
い
」、
特
に
改
革
派
信
仰
や
改
革
派
行
政

官
に
敵
対
的
な
言
動
に
関
す
る
調
査
を
始
め
た）（（
（

。
そ
の
直
後
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
肉
屋
に
し
て
市
民
デ
ィ
ル
ク
・
フ
ァ
ン
・
ス
ホ
レ
ン
ベ
ル
フ
が
、

オ
ラ
ニ
エ
公
ウ
ィ
レ
ム
三
世
（
一
六
五
〇
～
一
七
〇
二
年
）
と
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
改
革
派
行
政
官
を
侮
辱
し
た
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
起
訴
状
に
よ
れ

ば
、
彼
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
が
ま
だ
フ
ラ
ン
ス
占
領
下
に
あ
っ
た
一
六
七
三
年
に
、
同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
軍
に
支
配
さ
れ
て
い
た
ア
ー
ネ
ム
市
に
、
フ

ラ
ン
ス
人
を
連
れ
て
何
度
か
旅
行
を
し
て
い
た
。
件
の
侮
辱
的
発
言
に
関
し
て
は
、
ア
ー
ネ
ム
の
宿
屋
の
女
主
人
ヘ
ー
ル
チ
ェ
・
コ
ッ
ケ
ン
が

証
言
し
た
。
コ
ッ
ケ
ン
に
よ
れ
ば
、
被
告
フ
ァ
ン
・
ス
ホ
レ
ン
ベ
ル
フ
は
彼
女
に
、
食
事
を
始
め
る
時
に
何
故
十
字
を
切
ら
な
い
の
か
（
カ
ト

リ
ッ
ク
的
所
作
）、
と
尋
ね
た
。
ヘ
ー
ル
チ
ェ
が
そ
ん
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
と
答
え
る
と
、
被
告
は
以
下
の
こ
と
を
言
い
放
っ
た
と
い
う
。
フ

ラ
ン
ス
軍
が
や
っ
て
来
る
ま
で
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
は
「
ご
ろ
つ
き
、
盗
人
、
詐
欺
師
、
便
所
掃
除
人
の
息
子
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
り
、
オ
ラ
ニ
エ
公
は
た
だ
の
「
乞
食
」
だ
、
と）（（
（

。
フ
ァ
ン
・
ス
ホ
レ
ン
ベ
ル
フ
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
拘
留
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
一
六
七

三
年
一
一
月
に
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
裁
判
所
弁
護
士
ヒ
ス
ベ
ル
ト
・
デ
・
コ
ー
テ
ン
が
彼
の
解
放
を
目
指
し
て
活
動
を
始
め
た）（（（
（

。
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市

裁
判
所
が
被
告
に
と
っ
て
不
利
な
証
言
を
集
め
て
い
く
中
、
デ
・
コ
ー
テ
ン
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
フ
ァ
ン
・
ス
ホ
レ
ン
ベ
ル
フ
の
多
く
の

友
人
や
隣
人
、
同
業
者
（
肉
屋
）
が
市
裁
判
所
に
請
願
書
を
提
出
し
、
被
告
の
釈
放
を
求
め
た
。
あ
る
連
名
の
請
願
書
に
は
少
な
く
と
も
二
四

名
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
「
市
民
と
住
民
」
に
よ
る
署
名
が
あ
り
、「
デ
ィ
ル
ク
・
フ
ァ
ン
・
ス
ホ
レ
ン
ベ
ル
フ
、
我
々
の
同
胞
市
民
」
の
た
め
に
、

（　
　

）
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と
い
う
文
言
が
添
え
ら
れ
て
い
る）（（（
（

。
請
願
者
の
多
く
は
、
被
告
が
時
折
「
不
適
切
な
言
葉
」
を
口
走
る
癖
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
彼
か

ら
オ
ラ
ニ
エ
公
や
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
改
革
派
為
政
者
を
侮
辱
す
る
発
言
を
聞
い
た
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
被
告
は
「
親
オ
ラ
ニ
エ
派
」
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
、
と
証
言
し
た）（（（
（

。
被
告
の
隣
人
で
あ
る
ヒ
ス
ベ
ル
ト
・
フ
ァ
ン
・
ス
ハ
イ
ク
ら
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国

の
間
で
和
平
が
成
立
し
た
時
、
被
告
は
自
宅
に
オ
レ
ン
ジ
色
の
旗
を
掲
げ
て
戦
争
終
結
を
祝
っ
て
い
た）（（（
（

。
ま
た
、
被
告
の
三
〇
年
来
の
友
人
で

あ
り
改
革
派
信
徒
で
あ
っ
た
時
計
手
工
業
者
パ
ウ
ル
ス
・
モ
バ
フ
ら
に
よ
れ
ば
、
被
告
は
オ
ラ
ニ
エ
公
や
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
為
政
者
の
健
康
と
繁

栄
を
祈
願
し
て
乾
杯
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
と
い
う）（（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
改
革
派
も
含
む
フ
ァ
ン
・
ス
ホ
レ
ン
ベ
ル
フ
の
友
人
・
隣
人
・
同
業

者
た
ち
は
、
彼
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
公
的
秩
序
を
乱
す
「
敵
」
で
は
な
く
、
多
宗
派
都
市
の
良
き
同
胞
市
民
で
あ
る
こ
と
を
証
言
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
か
つ
市
民
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と

　

市
民
と
し
て
一
七
世
紀
ユ
ト
レ
ヒ
ト
を
生
き
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
自
ら
の
信
仰
を
隠
す
こ
と
を
カ
ト
リ
ッ
ク
に
強
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
例
え
ば
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
都
市
貴
族
家
系
に
属
す
る
マ
リ
ア
・
フ
ァ
ン
・
パ
ラ
ー
ス
（
一
五
八
七
～
一
六
六
四
年
）
に
と
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ

ク
信
仰
と
都
市
共
同
体
へ
の
帰
属
意
識
は
決
し
て
相
互
排
他
的
で
は
な
か
っ
た
。
中
世
以
来
、
低
地
地
方
で
は
、
教
会
や
慈
善
組
織
、
そ
し
て

富
裕
な
個
人
が
独
自
の
基
金
を
設
立
し
て
無
償
の
貸
家vrijw

oningen

（
神
の
家Godskam

eren

と
も
呼
ば
れ
る
）
を
運
営
し
、
入
居
者
で
あ
る

貧
民
や
老
人
に
住
ま
い
と
施
し
（
金
銭
と
日
用
品
）
を
無
償
提
供
し
て
い
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
実
践
が
非
合
法
化
さ
れ
た
一
五
八
〇
年
以
降
、

ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
内
に
は
六
箇
所
に
無
償
の
貸
家
が
新
た
に
建
て
ら
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
五
箇
所
は
マ
リ
ア
・
フ
ァ
ン
・
パ
ラ
ー
ス
を
含
む
カ
ト

リ
ッ
ク
が
設
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
入
居
者
の
多
く
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た）（（（
（

。

　

フ
ァ
ン
・
パ
ラ
ー
ス
は
一
六
五
一
年
に
旧
ア
フ
ニ
ー
テ
ン
修
道
院
の
建
物
を
買
い
取
り
、
一
二
部
屋
か
ら
な
る
無
償
の
貸
家
を
設
立
し
た
。

無
償
の
貸
家
の
運
営
方
法
は
、
一
六
六
二
年
に
起
草
さ
れ
た
彼
女
の
基
金
趣
意
書
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
基
金
及
び
無
償
の
貸
家
の
最
初
の
管

財
人
四
名
に
は
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
け
る
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
双
方
の
有
力
者
が
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
フ
ァ
ン
・
パ
ラ
ー
ス
の
母

（　
　

）
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方
の
親
類
で
あ
り
、
オ
ラ
ニ
エ
公
ウ
ィ
レ
ム
三
世
の
寵
臣
で
も
あ
っ
た
改
革
派
の
エ
フ
ェ
ラ
ル
ト
・
フ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ー
デ
・
フ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク

フ
ェ
ル
ト
（
一
六
二
六
～
一
七
〇
二
年
：
前
述
の
市
長
ヨ
ハ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ー
デ
の
息
子
）
も
含
ま
れ
る
。
基
金
趣
意
書
に
お
い
て
フ
ァ
ン
・
パ

ラ
ー
ス
は
、
貸
家
の
入
居
者
に
規
律
正
し
い
生
活
を
送
る
こ
と
を
求
め
る
代
わ
り
に
、
バ
タ
ー
や
チ
ー
ズ
を
毎
年
一
定
量
配
給
す
る
こ
と
を
約

束
し
て
い
る
。
入
居
者
の
葬
式
代
も
彼
女
の
基
金
で
も
っ
て
賄
わ
れ
た
。
ま
た
彼
女
は
、
入
居
者
は
「〔
改
革
派
〕
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
、
都
市
救
貧

院
そ
し
て
他
の
者
た
ち
か
ら
援
助
を
受
け
て
い
な
い
、
年
老
い
た
貧
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
よ
そ
者
よ
り
も
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
と
そ
の

寡
婦
を
優
先
す
る
」
と
定
め
た）（（（
（

。
つ
ま
り
、
公
的
慈
善
を
享
受
で
き
て
い
な
い
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
権
を
持
つ
年
老
い
た
貧
者
―
―
そ
の
中
に

は
少
な
か
ら
ぬ
カ
ト
リ
ッ
ク
も
含
ま
れ
る
―
―
が
フ
ァ
ン
・
パ
ラ
ー
ス
の
無
償
の
貸
家
に
住
む
優
先
権
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
一
六
八
七
年
の

時
点
で
、
一
二
名
の
入
居
者
の
う
ち
一
〇
名
が
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
残
る
二
名
は
改
革
派
で
あ
っ
た）（（（
（

。
彼
女
の
無
償
の
貸
家
は
、
都
市
の
公

的
救
貧
制
度
か
ら
溢
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
及
び
改
革
派
の
貧
し
い
市
民
の
生
活
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ァ
ン
・
パ
ラ
ー
ス
の
無
償
の
貸
家
の
食
堂
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
の
上
に
あ
る
レ
リ
ー
フ
に
は
、
公
道
か
ら
見
え
る
位
置
に
以
下
の
文
言
が
刻
ま

れ
て
い
る
。「
マ
リ
ア
・
フ
ァ
ン
・
パ
ラ
ー
ス
は
／
神
へ
の
愛
に
衝
き
動
か
さ
れ
た
／
〔
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ン
〕
ス
フ
ロ
イ
ェ
ス
テ
イ
ン
氏

〔
一
六
三
〇
年
没
〕
の
／
寡
婦
で
あ
る
彼
女
は
／
こ
れ
ら
の
部
屋
を
〔
無
償
の
貸
家
と
し
て
〕
設
立
し
／
〔
入
居
者
を
〕
扶
養
し
た
／
現
世
利
益
の
た

め
で
は
な
く
／
天
上
の
園
で
の
居
場
所
の
た
め
に）（（（
（

」。
こ
の
非
常
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
慈
善
観
（
善
行
を
通
じ
た
救
済
願
望
）
は
、
当
時
か
ら
現

在
に
至
る
ま
で
三
〇
〇
年
以
上
も
の
間
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
公
的
空
間
に
文
字
通
り
刻
み
込
ま
れ
可
視
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
六
五
七
年
に
、

フ
ァ
ン
・
パ
ラ
ー
ス
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
出
身
の
著
名
な
カ
ト
リ
ッ
ク
画
家
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ブ
ル
ー
マ
ー
ル
ト
（
一
六
〇
二
頃
～
七
二
年
）
に
、
自

ら
と
そ
の
五
人
の
子
ど
も
を
題
材
に
し
た
絵
画
を
製
作
さ
せ
て
い
る
（
絵
画
製
作
時
点
で
こ
の
子
ど
も
た
ち
は
皆
故
人
）。
無
償
の
貸
家
の
食
堂
に

あ
る
暖
炉
の
上
に
飾
ら
れ
て
い
た
こ
の
絵
画
に
は
、
フ
ァ
ン
・
パ
ラ
ー
ス
と
子
ど
も
た
ち
が
旧
ア
フ
ニ
ー
テ
ン
修
道
院
と
無
償
の
貸
家
―
―
上

述
の
レ
リ
ー
フ
も
確
認
で
き
る
―
―
を
背
景
に
し
て
貧
者
に
施
し
を
与
え
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る）（（（
（

。
無
償
の
貸
家
を
通
じ
て
フ
ァ
ン
・
パ

ラ
ー
ス
は
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
共
同
体
へ
の
自
ら
の
献
身
を
同
時
に
公
に
表
現
し
た
。
彼
女
に
と
っ
て
、
良
き
カ
ト
リ
ッ
ク
で

（　
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あ
る
こ
と
と
良
き
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
で
あ
る
こ
と
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
市
民
性
を
独
自
の
仕
方
で
認
識
・
奪
用appropriate

し
、
自
ら
の
生
存
戦
術
に
お
け
る
言

説
的
資
源
と
し
て
活
用
し
て
い
た
。
非
合
法
集
会
参
加
を
咎
め
ら
れ
て
訴
追
さ
れ
た
際
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
と
き
に
、
ス
ハ
ウ
ト
た
ち
の
捜
査
や

起
訴
行
為
は
、
自
ら
の
市
民
と
し
て
の
正
当
な
権
利
や
良
心
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
だ
と
し
て
非
難
し
、
む
し
ろ
公
権
力
こ
そ
が
、
信
仰
の

別
に
関
わ
ら
ず
市
民
を
宗
派
差
別
に
基
づ
く
不
当
捜
査
か
ら
保
護
す
る
義
務
を
持
つ
、
と
主
張
し
た
。
改
革
派
教
会
は
カ
ト
リ
ッ
ク
を
公
的
秩

序
の
潰
乱
者
と
し
て
表
象
し
て
い
た
が
、
都
市
共
同
体
や
カ
ト
リ
ッ
ク
国
と
の
戦
争
へ
の
貢
献
、
オ
ラ
ニ
エ
公
へ
の
忠
誠
を
強
調
し
て
自
己
防

衛
を
図
る
カ
ト
リ
ッ
ク
も
い
た
。
こ
の
よ
う
に
論
じ
る
際
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
自
ら
の
宗
派
的
帰
属
を
後
景
化
さ
せ
、
自
分
た
ち
を
改
革
派
や
他

宗
派
の
者
と
同
等
の
、
多
宗
派
社
会
の
正
当
な
構
成
員
と
し
て
表
象
し
て
い
る
。
ま
た
改
革
派
一
般
信
徒
の
中
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
同
胞
市

民
と
し
て
認
め
、
連
帯
す
る
者
も
い
た
。
こ
こ
に
、
為
政
者
が
上
か
ら
強
制
し
た
の
で
は
な
い
、
草
の
根
レ
ベ
ル
で
の
超
宗
派
的
な
市
民
的
調

和
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
他
方
で
、
慈
善
活
動
を
通
じ
て
宗
派
信
仰
と
都
市
共
同
体
へ
の
忠
誠
を
同
時
に
公
に
し
た
フ
ァ
ン
・
パ
ラ
ー

ス
の
よ
う
に
、
宗
派
的
帰
属
意
識
と
市
民
的
帰
属
意
識
が
密
接
不
可
分
で
あ
っ
た
者
も
ま
た
存
在
し
た
。
彼
女
ら
に
と
っ
て
ユ
ト
レ
ヒ
ト
は
、

一
七
世
紀
に
お
い
て
な
お
、
中
世
以
来
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
な
る
都
市
で
あ
り
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
お
わ
り
に

　

近
世
を
通
じ
て
恒
常
的
な
財
政
難
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
ユ
ト
レ
ヒ
ト
は
、
一
六
三
〇
年
代
半
ば
に
は
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
に
お
け
る
改
革
派
と

カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
派
間
抗
争
の
中
心
地
と
な
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
実
践
と
集
会
が
非
合
法
化
さ
れ
た
後
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
共
同
体
は
ユ

ト
レ
ヒ
ト
で
人
口
的
・
社
会
経
済
的
に
大
き
な
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
示
し
て
い
た
。
中
世
以
来
、
他
都
市
と
比
べ
て
よ
り
選
択
的
・
排
他
的
で
あ
っ

た
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
民
権
の
獲
得
条
件
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
差
別
が
導
入
さ
れ
た
の
は
一
七
世
紀
半
ば
の
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
な
キ
リ
ス
ト
の
身

（　
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体
た
る
都
市
共
同
体
の
宗
教
的
浄
化
を
目
指
す
改
革
派
教
会
が
提
案
し
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
市
民
権
の
獲
得
権
利
を
奪
う
方
策
を
、
市
参
事

会
は
経
済
政
策
の
一
環
と
し
て
採
用
し
、
特
例
措
置
を
と
る
判
断
基
準
を
曖
昧
な
ま
ま
に
し
て
、
経
済
的
に
有
用
な
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
市
民
権

を
付
与
す
る
余
地
を
法
文
の
中
に
設
け
た
。
実
際
、
一
六
五
五
～
七
九
年
に
一
三
一
名
の
カ
ト
リ
ッ
ク
が
市
民
権
を
申
請
し
、
そ
の
う
ち
一
一

〇
人
が
そ
の
獲
得
に
成
功
し
て
い
た
。
彼
ら
に
市
民
権
取
得
を
可
能
に
さ
せ
て
い
た
の
は
、
申
請
時
点
で
既
に
存
在
し
た
自
身
と
都
市
共
同
体

の
繋
が
り
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
法
文
の
曖
昧
さ
を
利
用
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
筆
に
値
す
る
の
は
、
改
革
派
為
政
者
を
し
て
カ
ト

リ
ッ
ク
を
新
た
に
市
民
と
し
て
登
録
せ
し
め
る
上
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
社
会
経
済
的
名
士
が
彼
ら
の
庇
護
者
・
身
元
保
証
人
と
し
て
な
く
て
は

な
ら
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
市
民
性
を
独
自
の
仕
方
で
認
識
し
、
市
民
の
権
利
や
良
心
の
自
由
を

言
説
的
に
奪
用
す
る
こ
と
で
、
司
法
当
局
を
非
難
し
、
公
権
力
に
市
民
を
保
護
す
る
役
割
を
思
い
出
さ
せ
よ
う
と
も
し
て
い
た
。
改
革
派
教
会

が
カ
ト
リ
ッ
ク
を
都
市
の
公
的
秩
序
に
仇
な
す
内
な
る
「
敵
」
と
し
て
表
象
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
一
部
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
自
ら
や
同
宗
派

人
を
改
革
派
同
様
の
「
良
き
愛
国
者
」・「
良
き
市
民
」
で
あ
る
と
表
象
し
た
。
改
革
派
の
中
に
は
訴
追
さ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
と
の
連
帯
を

示
す
者
も
お
り
、
市
民
的
調
和
は
人
び
と
の
間
で
草
の
根
的
に
息
づ
い
て
い
た
、
と
も
い
え
よ
う
。
加
え
て
、
宗
派
的
帰
属
意
識
と
市
民
的
帰

属
意
識
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
ま
ま
の
カ
ト
リ
ッ
ク
も
ま
た
存
在
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
改
革
派
教
会
、
為
政
者
、
そ
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
そ
れ
ぞ
れ
相
反
す
る
都
市
共
同
体
観
を
持
ち
な
が
ら
、
宗
教
改
革
後
の

ユ
ト
レ
ヒ
ト
を
多
宗
派
都
市
へ
と
再
編
し
て
い
く
過
程
に
参
与
し
て
い
た
。
改
革
派
教
会
は
一
七
世
紀
ユ
ト
レ
ヒ
ト
を
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
中
世

か
ら
の
断
絶
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、
聖
俗
一
体
の
宗
派
主
義
的
共
同
体
と
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
に
観
念
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
排
斥
を
通
じ
た
都
市

の
浄
化
・
宗
派
化
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
た
。
改
革
派
教
会
と
多
様
な
宗
派
の
市
民
・
住
民
の
間
に
挟
ま
れ
た
為
政
者
は
、
改
革
派
教
会
に
よ

る
宗
派
化
提
言
を
と
き
に
無
視
し
、
と
き
に
そ
れ
を
経
済
政
策
の
一
環
と
し
て
実
用
主
義
的
に
採
用
す
る
こ
と
で
、
戦
略
的
に
多
宗
派
都
市
を

統
治
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
ホ
ラ
ン
ト
州
諸
都
市
と
は
異
な
り
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
で
は
市
民
権
に
お
け
る
宗
派
差
別
が
理
論
上
は
制
度
化
・
合
法

化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
も
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
自
ら
の
社
会
経
済
的
有
用
性
や
市
民
・
名
士
と
の
繋
が
り
を
生
か

（　
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し
て
、
実
際
に
は
市
民
権
を
新
た
に
獲
得
し
続
け
、
市
民
性
を
言
説
的
に
奪
用
し
て
宗
派
共
存
環
境
を
生
き
抜
い
て
い
た
。
ま
た
、
改
革
派
教

会
と
は
対
照
的
に
、
一
七
世
紀
ユ
ト
レ
ヒ
ト
を
中
世
か
ら
の
連
続
性
の
も
と
で
捉
え
る
カ
ト
リ
ッ
ク
が
い
た
こ
と
も
特
筆
に
値
す
る
。
カ
ト

リ
ッ
ク
は
と
き
に
宗
派
信
仰
よ
り
も
市
民
と
し
て
の
権
利
や
都
市
へ
の
忠
誠
を
言
説
上
で
前
景
化
さ
せ
、
と
き
に
市
民
的
帰
属
意
識
と
調
和
す

る
よ
う
に
信
仰
を
表
現
し
な
が
ら
、
多
宗
派
都
市
で
「
カ
ト
リ
ッ
ク
市
民
」
と
し
て
生
き
残
る
た
め
の
余
地
を
戦
術
的
に
つ
く
り
出
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

こ
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
事
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
派
共
存
の
歴
史
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
主
と
し
て
採
用
し
て
い
た
迫
害
者
・
寛
容

付
与
者
の
統
治
戦
略
の
視
点
か
ら
の
み
で
は
な
く
、
被
迫
害
者
・
寛
容
被
付
与
者
の
生
存
戦
術
の
視
点
か
ら
も
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本

稿
の
最
後
に
、
三
つ
の
観
点
か
ら
今
後
の
研
究
の
展
望
を
述
べ
た
い
。
第
一
に
、
ホ
ラ
ン
ト
中
心
史
観
あ
る
い
は
一
国
史
的
叙
述
に
つ
い
て
。

本
稿
は
、
市
民
権
の
社
会
経
済
史
研
究
と
共
に
、
市
民
権
獲
得
条
件
に
宗
派
差
別
を
導
入
し
な
か
っ
た
ホ
ラ
ン
ト
州
の
事
例
の
み
か
ら
「
寛

容
」
な
オ
ラ
ン
ダ
像
を
導
出
す
る
ホ
ラ
ン
ト
中
心
主
義
的
な
国
民
史
叙
述
を
批
判
す
る
。
ま
た
、
近
年
の
近
世
オ
ラ
ン
ダ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
文
化

史
研
究
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
着
目
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
州
ご
と
・
都
市
ご
と
の
差
異

が
捨
象
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
生
存
戦
術
を
分
析
す
る
際
に
は
、
都
市
宗
教
改
革
研
究
や
市
民
権
を
扱
う
社
会
経
済
史
研
究
に

お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
ロ
ー
カ
ル
な
独
自
性
を
十
分
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
の
市
民
権
に
関
す

る
、
多
様
な
被
迫
害
者
・
寛
容
被
付
与
者
の
生
存
戦
術
の
比
較
に
つ
い
て
。
例
え
ば
ユ
ト
レ
ヒ
ト
は
、
一
四
四
四
年
以
来
ユ
ダ
ヤ
人
を
追
放
し

て
お
り
、
一
七
八
八
年
ま
で
彼
ら
に
は
市
民
権
の
み
な
ら
ず
市
内
居
住
権
す
ら
与
え
な
か
っ
た
。
近
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
し
て
よ
り
も
非
常

に
厳
格
な
こ
の
対
応
は
、
同
市
に
や
っ
て
来
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
半
が
ド
イ
ツ
出
身
の
貧
し
い
ア
シ
ュ
ケ
ナ
ジ
ム
系
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
関
係
し

て
い
る）（（（
（

。
こ
こ
で
も
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
と
、
裕
福
な
セ
フ
ァ
ル
デ
ィ
ム
系
ユ
ダ
ヤ
人
に
「
寛
容
」
な
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
と
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ

る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
以
外
の
被
迫
害
者
・
寛
容
被
付
与
者
の
視
点
も
取
り
入
れ
た
比
較
研
究
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
第
三
に
、
市
民
権
に
関

す
る
、
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
の
被
迫
害
者
・
寛
容
被
付
与
者
の
生
存
戦
術
と
他
国
・
他
地
域
の
そ
れ
と
の
比
較
に
つ
い
て
。
社
会
経
済
史
に
お
け

（　
　

）

三
〇
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三
一

る
市
民
権
研
究
は
既
に
一
国
史
の
枠
組
み
を
越
え
た
成
果
を
出
し
て
い
る
が）（（（
（

、
今
後
は
被
迫
害
者
・
寛
容
被
付
与
者
の
生
存
戦
術
の
観
点
か
ら

も
市
民
権
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
で
比
較
分
析
す
る
必
要
が
あ
る）（（（
（

。

　

市
民
権
と
多
様
な
信
仰
・
文
化
的
背
景
を
持
つ
人
び
と
の
共
存
の
問
題
は
古
く
て
新
し
い
。
現
代
の
多
文
化
時
代
の
市
民
権
を
考
察
す
る
上

で
も）（（（
（

、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
宗
派
時
代
の
市
民
権
を
再
考
し
、
我
々
の
認
識
の
歴
史
性
を
認
識
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
被
迫
害

者
・
寛
容
被
付
与
者
の
視
点
を
取
り
入
れ
、
一
国
史
的
叙
述
を
捨
て
、
宗
教
間
・
都
市
間
比
較
の
事
例
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
市
民
権
と
共

存
の
歴
史
を
こ
れ
ま
で
と
は
別
の
角
度
か
ら
語
り
な
お
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

註（
（
）　T

erpstra,�N
icholas,�R

eligious R
efugees in the E

arly 
M

odern W
orld: A

n A
lternative H

istory of the R
eform

ation�

（Cam
bridge�（0（（

）.�Corpus�Christianum
に
つ
い
て
は
以
下
も
参

照
。W

all,�H
einrich�de,� ‘Corpus�Christianum

’,�in�R
eligion 

Past and Present�

（first�published�online:�（0（（
）:�http://dx.doi.

org/（0.（（（（/（（（（-（（（（_rpp_SIM
_0（（（（

（
二
〇
二
一
年
七
月
一
三

日
最
終
閲
覧
）。
一
六
・
一
七
世
紀
の
南
北
低
地
地
方
に
お
け
る
宗
教
的

難
民
に
関
し
て
は
、Janssen,�Geert�H

.,�T
he D

utch R
evolt and 

Catholic E
xile in R

eform
ation E

urope�

（Cam
bridge�（0（（

）.

　
（
（
）　Safley,�T

hom
as�M

ax,� ‘M
ulticonfessionalism

�:�A
�Brief�

In
trod

u
ction

’,�in
�Id

em

（ed
.

）,�A
 C

om
pan

ion
 to 

M
ulticonfessionalism

 in the E
arly M

odern W
orld�

（Leiden�

（0（（

）�（.

　
（
（
）　Y

asuhira,�Genji,� ‘Civic�A
gency�in�the�Public�Sphere:�

Catholics ’�Survival�T
actics�in�U

trecht,�（（（0s

―（（（0s,�

（Ph.�D
.�

dissertation,�T
ilburg�U

niversity�（0（（

）�passim
,�esp.�（（

―（（.

　
（
（
）　

本
稿
は
政
治
的
実
践
と
し
て
の
訴
追
・
迫
害
及
び
寛
容
に
つ
い
て

詳
細
な
分
析
は
行
わ
な
い
。
詳
し
く
は
、Ibidem

,�（（

―（（（�;�Idem
,�

‘D
elim

itation�of�the� “Public ”�and�Freedom
�of�Conscience:�

Catholics ’�Survival�T
actics�in�Legal�D

iscourses�in�U
trecht,�

（（（0

―（（（（ ’,�E
arly M

odern Low
 Countries�（�:�（�

（（0（（

）;�Idem
,�

‘A
�Sw

arm
�of� “Locusts ” :�Pro/Persecution�and�T

oleration�of�
Catholic�Priests�in�U

trecht,�（（（0

―（（（（ ’,�Church H
istory and 

R
eligious Culture�（（�:�（�

（（0（（

）. 

筆
者
の
用
語
法
に
お
い
て
、
政

治
的
実
践
と
し
て
の
寛
容
は
、
非
合
法
行
為
に
対
し
て
為
政
者
が
公
的

に
与
え
る
限
定
的
認
可lim

ited�recognition

と
、
限
定
的
認
可
を

記
録
す
る
史
料
が
存
在
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
非
合
法
行
為
が
容
認
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
故
為
政
者
が
非
公
式
に
そ
れ
を
実
践
し
て
い
た
こ
と

が
遡
及
的
に
確
認
で
き
る
黙
認connivance

の
二
つ
の
形
態
に
分
け

ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
定
義
と
異
な
る
場
合
に
の
み
「
寛
容
」
の

（　
　

）

三
一
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三
二

語
に
鉤
括
弧
を
付
け
る
。
空
間
実
践
を
通
じ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
生
存
戦

術
に
つ
い
て
は
、Idem

,� ‘Civic�A
gency ’,�（0（

―（（（�;�Idem
,�

‘T
ransform

ing�the�U
rban�Space:�C

atholic�Survival�
T

hrough�Spatial�Practices�in�Post-Reform
ation�U

trecht ’,�
Past &

 Present�（（（�

（（0（（,�forthcom
ing

）.�

言
説
上
の
カ
ト
リ
ッ
ク

の
生
存
戦
術
に
つ
い
て
は
、Idem

,� ‘Civic�A
gency ’,�（（（

―（（（�;�
Idem

,� ‘D
elim

itation ’ ;�Idem
,� ‘Sw

arm
’.�

ま
た
、
戦
略
と
戦
術
を
対

比
的
に
用
い
る
用
語
法
に
関
し
て
、
筆
者
は
Ｍ
・
ド
・
セ
ル
ト
ー
か
ら

影
響
を
受
け
て
い
る
。
Ｍ
・
ド
・
セ
ル
ト
ー
（
山
田
登
世
子
訳
）『
日
常

的
実
践
の
ポ
イ
エ
テ
ィ
ー
ク
』
国
文
社
、
一
九
八
七
年
。

　
（
（
）　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化
論
に
関
す
る
史
学
史
に
つ
い
て
は
、Elliott,�

J.�P.,� ‘Protestantization�in�the�N
orthern�N

etherlands,�a�Case�
Study�:�T

he�C
lassis�of�D

ordrecht,�（（（（

―（（（0 ’�

（Ph.�D
.�

dissertation,�Colum
bia�U

niversity�（（（0

）�（

―（（�
を
参
照
。

　
（
（
）　

一
九
八
〇
年
頃
の
近
世
オ
ラ
ン
ダ
教
会
史
の
到
達
点
は
、

D
eursen,�A

rie�T
heodorus�van,�Bavianen en slijkgeuzen. 

K
erk en kerkvolk ten tijde van M

aurits en O
ldenbarnevelt 

（A
ssen�（（（（

）.

　
（
（
）　

例
え
ば
、M

örke,�O
laf,� ‘“K

onfessionalisierung
”�als�

politisch-soziales�Prinzip?�D
as�V

erhältnis�von�Religion�und�
Staatsbildung�in�der�Republik�der�V

erenigten�N
iederlande�

im
�（（.�und�（（.�Jahrhundert ’,�T

ijdschrift voor sociale 
geschiedenis�（（�:�（�

（（（（0

）.

　
（
（
）　

踊
共
二
「
宗
派
化
論
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
史
の
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
」

『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
四
二
（
三･

四
）、
二
〇
一
一
年
。

Schilling,�H
einz,� ‘C

onfessional�E
urope ’,�in�T

hom
as�A

.�
B

rady,�H
eiko�A

.�O
berm

an�&
�Jam

es�D
.�T

racy�

（eds.

）,�
H

andbook of E
uropean H

istory 1400 –1600, L
ate M

iddle 
A

ges, R
enaissance and R

eform
ation,�（vols.�

（Leiden�（（（（

）�

Ⅱ�.

　
（
（
）　

当
時
の
動
向
分
析
論
文
は
、Spaans,�Joke,� ‘D

e�Reform
atie�

in�de�N
ederlandse�steden ’,�K

erktijd. Contactblad van de 
V

ereniging voor N
ederlandse kerkgeschiedenis�（�:�（�

（（（（0

）.

　
（
（0
）　

Ｂ
・
メ
ラ
ー
（
森
田
安
一
ほ
か
訳
）『
帝
国
都
市
と
宗
教
改
革
』
教

文
館
、
一
九
九
〇
年
。

　
（
（（
）　Spaans,�Joke,�H

aarlem
 na de R

eform
atie: Stedelijke 

cultuur en kerkelijk leven, 1577 –1620�

（T
he�H

ague�（（（（

）�esp.�
（（（

―（（（,�（（（

―（（（. 

他
方
、
前
述
の
テ
ル
プ
ス
ト
ラ
は
、
宗
派
化
が
、

中
世
以
来
の
社
会
的
な
キ
リ
ス
ト
の
身
体
論
を
媒
介
し
な
が
ら
、
世
俗

共
同
体
の
浄
化
・
宗
教
的
他
者
の
排
斥
を
正
当
化
す
る
言
説
を
生
み
出

し
た
、
と
論
じ
て
い
る
。T

erpstra,�R
eligious R

efugees,�（（.

　
（
（（
）　Forclaz,�Bertrand,�Catholiques au défi de la R

éform
e. 

L
a coexistence confessionnelle à U

trecht au X
V

IIe siècle 

（Paris�（0（（

）�;�K
aplan,�Benjam

in�J.,�Calvinists and Libertines: 
Confessions and Com

m
unity in U

trecht, 1578 –1620�

（O
xford�

（（（（

）.
　
（
（（
）　E.g.,�Lenarduzzi,�Carolina, K

atholiek in de R
epubliek. 

D
e belevingsw

ereld van een religieuze m
inderheid 1570 –

1750�
（N

ijm
egen�（0（（

）�;�Parker,�Charles�H
.,�Faith on the 

（　
　

）

三
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三
三

M
argins: Catholics and Catholicism

 in the D
utch G

olden 
A

ge�

（Cam
bridge�（00（

）�;�Pollm
ann,�Judith,�Catholic Identity 

and the R
evolt of the N

etherlands,�1520 –1635�

（O
xford�（0（（

）.

　
（
（（
）　Prak,�M

aarten,� ‘T
he�Politics�of�Intolerance:�Citizenship�

and�R
eligion�in�the�D

utch�R
epublic�

（Seventeenth�to�

Eighteenth�Centuries

）’,�in�Ronnie�Po –Chia�H
sia�&

�H
enk�van�

N
ierop�

（eds.

）,�Calvinism
 and R

eligious T
oleration in the 

D
utch G

olden A
ge�

（Cam
bridge�（00（

）.

　
（
（（
）　Rom

m
es,�Ronald,�O

ost, w
est, U

trecht best? D
riehonderd 

jaar m
igratie en m

igranten in de stad U
trecht�

（begin 16� e – 

begin 19� e eeuw

）�（A
m

sterdam
�（（（（

）.

　
（
（（
）　

た
だ
し
、
専
門
研
究
の
次
元
で
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
相
対
化
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
Ｅ
・
カ
イ
パ
ー
ス
は
一
七
世
紀
ア
ム
ス
テ
ル
ダ

ム
の
社
会
経
済
史
、
特
に
都
市
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
や
労
働
移
民
を
論

じ
る
中
で
、「
寛
容
」
で
移
民
に
開
か
れ
た
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
に
修
正
を
迫
っ
た
。K

uijpers,�Erika,�M
igrantenstad. 

Im
m

igratie en sociale verhoudingen in zeventiende-eeuw
s 

A
m

sterdam
�

（H
ilversum

�（00（

）.

　
（
（（
）　W

ater,�Johan�van�de,�G
root Placaat-Boek vervattende 

alle de placaten 

…  Staten ’s lands van U
trecht,�（�vols.�

（U
trecht�（（（（

）.

　
（
（（
）　H

et�U
trechts�A

rchief�

（
以
下H

U
A

）,�Stadsarchief�II�

（
以

下SA
II

）,�（（（

―（�

～（（（

―（（.

　
（
（（
）　H

U
A

,�N
ederlandse�hervorm

de�gem
eente�U

trecht,�

kerkeraad�

（
以
下K

R

）,�（

～（（.

　
（
（0
）　H
U

A
,�SA

II,�（（（

―（.

　
（
（（
）　

例
え
ば
、
以
下
の
裁
判
記
録
を
用
い
る
。H

U
A

,�SA
II,�（（（（

―

�
（（�

～（（（（

―（（0.

　
（
（（
）　

日
本
語
の
「
市
民
権
」
は
法
的
地
位
と
し
て
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強

い
が
、「
市
民
権
」
と
訳
さ
れ
る
英
語
のcitizenship

や
オ
ラ
ン
ダ
語

のburgerschap

は
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
留
ま
ら
な
い
帰
属
意
識
や

価
値
規
範
を
も
含
意
す
る
。
こ
の
意
味
を
と
る
場
合
、
日
本
語
で
も

「
市
民
性
」
と
訳
し
分
け
ら
れ
た
り
、
カ
タ
カ
ナ
書
き
で
「
シ
テ
ィ
ズ

ン
シ
ッ
プ
」
と
表
記
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
「
市
民
性
」
と
す
る
。

　
（
（（
）　

一
七
世
紀
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
け
る
救
貧
及
び
そ
れ
へ
の
カ
ト
リ
ッ

ク
の
関
与
に
関
し
て
は
、Y

asuhira,� ‘Civic�A
gency ’,�（（（

―（0（;�
Idem

,� ‘Confessional�Coexistence�and�Perceptions�of�the�
“Public ”:�Catholics ’�A

gency�in�the�N
egotiations�on�Poverty�

and�C
harity�in�U

trecht,�（（（0s

―（（（0s ’,�B
M

G
N
–L

ow
 

Countries H
istorical R

eview
�（（（�:�（

（（0（（

）.

　
（
（（
）　
Ｊ
・
デ
・
フ
リ
ー
ス
／
Ａ
・
フ
ァ
ン
・
デ
ァ
・
ワ
ウ
デ
（
大
西
吉

之
／
杉
浦
未
樹
訳
）『
最
初
の
近
代
経
済
―
オ
ラ
ン
ダ
経
済
の
成
功
・
失
敗
と

持
続
力
一
五
〇
〇
～
一
八
一
五
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
。

　
（
（（
）　V

ries,�Jan�de,� ‘Searching�for�a�Role:�T
he�Econom

y�of�
U

trecht�in�the�Golden�A
ge�of�the�D

utch�Republic ’,�in�
Joaneath�A

.�Spicer�&
�Lynn�Federle�O

rr�

（eds.

）,�M
asters of 

L
ight: D

utch Painters in U
trecht during the G

olden A
ge 

（N
ew

�H
aven�（（（（

）�（0.�

（　
　

）
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三
四

　
（
（（
）　

デ
・
フ
リ
ー
ス
に
よ
る
と
、
南
北
低
地
地
方
を
除
け
ば
、
一
六
・

一
七
世
紀
に
都
市
化
率
が
二
〇
％
を
越
え
る
地
域
は
存
在
せ
ず
、
イ
タ

リ
ア
北
部
で
す
ら
一
五
％
前
後
で
あ
っ
た
。V

ries,�Jan�de,�
E

uropean U
rbanization, 1500 –1800�

（London�（（（（

）�（（.�

　
（
（（
）　Rom

m
es,�O

ost,�（（

―（（�;�V
ries,�E

uropean U
rbanization,�

（（,�（（（.

　
（
（（
）　Rom

m
es,�O

ost,�（（

―（（（�;�V
ries,� ‘Searching�for�a�Role ’,�（（

―（（.

　
（
（（
）　Prak,�M

aarten,�C
itizens w

ithout N
ations : U

rban 
C

itizenship in E
urope and the W

orld, c.1000
–1789 

（Cam
bridge�（0（（

）�（0

―（（0�;�Idem
,� ‘T

he�Policies�of�Intolerance ’,�
（（（;�Rom

m
es,�O

ost,�（（.�

中
世
低
地
地
方
の
市
民
権
に
関
し
て
は
、

田
中
史
高
「
中
世
後
期
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
諸
都
市
の
市
民
権
」『
比
較

都
市
史
研
究
』
一
九
（
一
）、
二
〇
〇
〇
年
。

　
（
（0
）　Bogaers,�Llew

ellyn,�A
ards, betrokken, en zelfbew

ust. 
D

e verw
evenheid van cultuur en religie in katholiek U

trecht, 
1300 –1600�

（U
trecht�（00（

）�（（;�Forclaz,�Catholiques, （（（
―（（（�;�

Slokker,�N
ico, R

uggengraat van de stad. D
e betekenis van 

gilden in U
trecht, 1528 –1818�

（A
m

sterdam
�（0（0

）.�

　
（
（（
）　Rom

m
es,�O

ost,�（（.

　
（
（（
）　

こ
の
段
落
の
記
述
は
基
本
的
に
はIbidem

,�（（

―（（,�（（

―

�
（（

に
拠

る
。

　
（
（（
）　

一
七
世
紀
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
は
、
結
婚
を
通
じ
て
市
民
権
を
獲

得
し
た
者
は
相
当
数
お
り
、
市
民
権
購
入
者
よ
り
多
い
年
も
あ
っ
た
。

K
uijpers,�M

igrantenstad,�（（（.

　
（
（（
）　

し
か
し
、
一
七
世
紀
の
第
一
・
四
半
世
紀
以
降
を
み
れ
ば
、
ユ
ト

レ
ヒ
ト
市
民
権
取
得
料
は
相
対
的
に
高
額
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
民
権
の
価
格
は
、
一
六
二
四
年
に
一
四
フ
ル
デ
ン
、

一
六
三
〇
年
に
三
〇
フ
ル
デ
ン
、
一
六
三
四
年
に
四
〇
フ
ル
デ
ン
、
そ

し
て
一
六
五
〇
年
に
は
五
〇
フ
ル
デ
ン
に
ま
で
上
昇
し
、
共
和
国
内
で

最
も
高
額
な
こ
の
価
格
が
一
八
世
紀
ま
で
維
持
さ
れ
た
。Ibidem

,�
（（（

―（（（�;�Rom
m

es,�O
ost,�（（

―（0.

　
（
（（
）　K

aplan,�Calvinists and Libertines,�（0

―（（.

　
（
（（
）　

歴
史
学
研
究
会
編
『
世
界
史
史
料
五　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
成
立

と
膨
張
：
一
七
世
紀
ま
で
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
三
〇
二
～
三

〇
三
頁
（
櫻
田
美
津
夫
訳
）。

　
（
（（
）　

良
心
の
自
由
と
礼
拝
の
自
由
を
い
か
に
峻
別
す
る
か
、
と
い
う
問

題
は
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
間
で
議
論
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
一

七
世
紀
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
け
る
対
カ
ト
リ
ッ
ク
裁
判
で
み
ら
れ
た
こ
の

種
の
論
争
に
関
し
て
は
、Y

asuhira,� ‘Civic�A
gency ’,�（（（

―（（（;�
Idem

,� ‘D
elim

itation ’.

　
（
（（
）　K

aplan,�Calvinists and Libertines,�（（（

―（（（.�

　
（
（（
）　W

ater,�G
root Placaat-Boek,�III,�（（（.�

禁
令
に
も
関
わ
ら
ず
、

ユ
ト
レ
ヒ
ト
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
私
的
な
家
の
中
の
み
な
ら
ず
、
公
共
施

設
（
旧
修
道
院
や
施
療
院
等
）
に
お
い
て
も
集
会
し
、
信
仰
実
践
を
続
け

て
い
た
。Y

asuhira,� ‘C
ivic�A

gency
’,�（0（

―（（（�;�Idem
,�

‘T
ransform

ing ’.�

為
政
者
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
集
会
行
為
全
般
を
禁
じ

た
の
は
、
政
治
的
謀
略
の
た
め
の
集
会
が
開
か
れ
る
可
能
性
を
疑
っ
て

（　
　

）

三
四
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三
五

い
た
が
故
で
あ
る
。
実
際
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
内
に
不
動
産
を
所
有
し
て

い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
貴
族
ヤ
コ
ブ
・
モ
ム
は
、
改
革
派
政
府
へ
の
ク
ー
デ

タ
を
複
数
回
計
画
し
て
は
挫
折
し
て
お
り
、
一
六
二
一
年
に
国
家
反
逆

罪
に
よ
り
処
刑
さ
れ
て
い
る
（
近
世
オ
ラ
ン
ダ
史
上
で
極
刑
は
非
常
に
稀
）。

Idem
,� ‘Civic�A

gency ’,�（（.�

　
（
（0
）　Geraerts,�Jaap,�Patrons of the O

ld Faith : T
he Catholic 

N
obility in U

trecht and G
uelders, c.1580 –1702�

（Leiden�

（0（（

）�（（

―（（（;�Y
asuhira,� ‘Civic�A

gency ’,�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　

例
え
ば
、Lom

m
el,�A

nthonius�van�

（ed.

）,� ‘V
erslag�van�

den�toestand�der�H
ollandsche�M

issie�ten�jare�（（（（ ’,�A
rchief 

voor de geschiedenis van het aartsbisdom
 U

trecht 

（
以
下A

.

A
.U

.

）�（�

（（（（（

）�（（（.

　
（
（（
）　V

en,�A
drianus�J.�van�de,�O

ver den oorsprong van het 
A

artsbisschoppelijke K
apittel van U

trecht der O
ude-

Bisschoppelijke clerezij�

（U
trecht�（（（（

）�（（

―（（（.

　
（
（（
）　

Broeyer,�F
rits,�H

et verleden van U
trecht als 

rem
onstrantse stad, 1610 –1618. M

aurits ’ zw
aard�

（U
trecht�

（0（（

）�;�K
aplan,�Calvinists and Libertines.

　
（
（（
）　D

uker,�A
rnoldus,�G

isbertus V
oetius,�（�vols.�

（Leiden�（（（（

―（（（（

）�;�Lieburg,�F
red�van,�D

e N
adere R

eform
atie in 

U
trecht ten tijde van V

oetius. Sporen in de gereform
eerde 

kerkeraadsacta�

（Rotterdam
�（（（（

）.

　
（
（（
）　Forclaz,�Catholiques,�（（.

　
（
（（
）　K

aplan,�Calvinists and Libertines,�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　Ibidem

,�（（（

―（（（;�Rengers�H
ora�Siccam

a,�D
uco�Gerrold,�

D
e geestelijke en kerkelijke goederen onder het cannonieke, 

het gereform
eerde en het neutrale recht. H

istorisch-juridisch 
verhandeling, voornam

elijk uit U
trechtsche gegevens 

sam
engesteld�

（U
trecht�（（0（

）�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　W

ater,�G
root Placaat-Boek,�I,�（（（�

（

��
�（�June�（（（（

）.

　
（
（（
）　Y

asuhira,� ‘Civic�A
gency ’,�passim

,�esp.�（（（

―（（（�;�Idem
,�

‘D
elim

itation ’,�passim
;�Idem

,� ‘T
ransform

ing ’,�passim
.

　
（
（0
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（,�（（�January�（（（（;�H
U

A
,�SA

II,�（（（

―（（,�
（0�A

pril�（（（（.�

例
え
ば
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
は
こ
う
し
た
証
書
の
提
出

を
求
め
な
か
っ
た
。K

uijpers,�M
igrantenstad,�（（（,�（（（.

　
（
（（
）　H

U
A

,�K
R,�（,�（（�February�（（（（. 

以
下
も
参
照
。H

U
A

,�
SA

II,�（（（

―（（,�（�M
arch�（（（（.�

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（（,�（（,�（（�D
ecem

ber�（（（（.�See�also�
H

U
A

,�K
R,�（,�（0,�（（�D

ecem
ber�（（（（.

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（（,�（（�A
ugust,�（（�N

ovem
ber�（（（（. 

信

仰
の
証
明
方
法
は
不
明
で
あ
る
。

　
（
（（
）　Ibidem

,�（（�D
ecem

ber�（（（（.

　
（
（（
）　Ibidem

,�（（�June�（（（（�;�W
ater,�G

root Placaat –Boek,�III,�
（（（.

　
（
（（
）　Frijhoff,�W

illem
�&

�Spies,�M
arijke,�1650. Bevochten 

eendracht�

（T
he�H

ague�（（（（

）�（（（�;�K
uijpers,�M

igrantenstad,�
（（（�;�Lourens,�Piet�&

�Lucassen,�Jan,� ‘“Zunftlandschaften ”�in�
den�N

iederlanden�und�im
�benachbarten�D

eutschland ’,�in�

（　
　

）

三
五
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W
ilfried�R

eininghaus�

（ed.

）,�Z
unftlandschaften in 

D
eutschland und den N

iederlanden im
 V

ergleich�

（M
ünster�

（000
）�（（�;�Prak,� ‘T

he�Policies�of�Intolerance ’,�（（（

―（（（;�
Rom

m
es,�O

ost,�（（

―（（�;�V
os,�A

art,�B
urgers, broeders en 

bazen. H
et m

aatschappelijk m
iddenveld van ’s-H

ertogenbosch 
in de zeventiende en achttiende eeuw

 

（H
ilversum

�（00（

）�（（

―（（.

　
（
（（
）　

フ
ラ
ン
ス
占
領
期
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
関
し
て
は
、
安
平
弦
司
「
宗
派

間
関
係
と
寛
容
の
機
能
―
一
六
七
〇
年
代
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
け
る
信
仰
実
践

を
巡
る
闘
争
」『
史
林
』
九
八
（
二
）、
二
〇
一
五
年
、
一
七
～
二
五
頁
。

Y
asuhira,� ‘C

ivic�A
gency

’,�（（（

―（（（,�（（（

―（（（�;�Idem
,�

‘Confessional�Coexistence ’, （（
―（（.

　
（
（（
）　Rom

m
es,�O

ost,�（（,�（（,�（0,�（（,�（（.

　
（
（（
）　Y

asuhira,� ‘Confessional�Coexistence ’, （

―（（.

　
（
（0
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（（, （�M
ay�（（（（.

　
（
（（
）　Ibidem

, （（�N
ovem

ber�（（（（�;�W
ater,�G

root P
lacaat –

Boek,�III,�（（（.

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（（, （�January�（（（（.

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（（, （（�January�（（（（�;�W
ater,�G

root 
Placaat-Boek,�III,�（（（.

　
（
（（
）　H

U
A

,�K
R,�（0, （（�February, （0�June, （（�N

ovem
ber�

（（（（, （（�January�（（（（�;�（（, （0�F
ebruary�（（（（,�（（, （（�

M
arch,� （, （（�A

pril, （0�June�（（（0�;�H
U

A
,�K

R
,�（（, （（�

M
arch,�（（, （（�A

pril�（（（（;�H
U

A
,�K

R,�（0（, （（�January�（（（（;�
H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（0,�（, （（�M
arch�（（（（�;�H

U
A

,�SA
II,�（（（

―

（（, （（�M
arch�（（（0, （（�A

pril, （�M
ay�（（（（�;�H

U
A

,�SA
II,�

（（（,� （（�M
arch, （（�A

pril�（（（0,�（（, （（�A
pril�（（（（.�

ユ
ト
レ
ヒ

ト
に
お
け
る
改
革
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
派
混
合
婚
に
つ
い
て
は
、

Forclaz,�Catholiques,�（（（

―（（（.�

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（（, （（�A
ugust�（（（（;�H

U
A

,�SA
II,�（（（

―

（0, （0�June�（（（（.�

　
（
（（
）　

以
下
の
叙
述
は
基
本
的
に
は
市
民
登
録
簿
（H

U
A

,�SA
II,�（（（

―

�
（

）

に
拠
っ
て
お
り
、
志
願
者
個
々
人
に
つ
い
て
触
れ
る
時
の
み
、
市
民
登

録
簿
に
記
載
さ
れ
た
審
査
の
日
付
を
註
に
記
す
。

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（, （（�June�（（（0.

　
（
（（
）　

市
民
登
録
簿
に
は
市
民
権
取
得
料
の
支
払
い
金
額
は
記
載
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
の
一
二
名
の
支
払
金
額
は
市
参
事
会
議
事
録
に
記
載
さ
れ

て
い
る
。H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（（, （�M
arch, （�Septem

ber�（（（（.�

　
（
（（
）　H

U
A

,�K
R,�（0,�（�N

ovem
ber�（（（（.

　
（
（0
）　Rom

m
es,�O

ost, （（

―（（.

　
（
（（
）　Ibidem

, （（

―（0（.

　
（
（（
）　

他
方
、
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
に
隣
接
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
地
域
か
ら
ユ

ト
レ
ヒ
ト
に
や
っ
て
来
る
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
は
相
当
数
居
り
、
彼
ら

に
は
、
逮
捕
さ
れ
る
危
険
を
犯
し
な
が
ら
も
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
や
っ
て
来

る
だ
け
の
宗
教
的
動
機
が
あ
っ
た
。Y

asuhira,� ‘Sw
arm

’.
　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（, （（�February�（（（（.
　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（（, （0�Septem
ber�（（（（.

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（, （（�N
ovem

ber�（（（（.

　
（
（（
）　Ibidem

, （�D
ecem

ber�（（（（.

（　
　

）
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（
（（
）　Ibidem

, （（�June�（（（（.
　
（
（（
）　Ibidem

, （0�M
ay�（（（（.

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（（

―（, （（�June�（（（0.

　
（
（0
）　Y

asuhira,� ‘Civic�A
gency ’,�passim

,�esp.�（（（

―（（（�;�Idem
,�

‘D
elim

itation ’,�passim
,�esp. （0

―（（.

　
（
（（
）　

モ
ム
に
対
す
る
一
度
目
の
裁
判
に
つ
い
て
は
、H

U
A

,�SA
II,�

（（（（

―（, （（�Septem
ber�（（（（�;�H

U
A

,�SA
II,�（（（（

―（0, （（�
Septem

ber�（（（（. 
二
度
目
の
裁
判
に
つ
い
て
は
、H

U
A

,�SA
II,�

（（（（

―（, （（�A
ugust�（（（（. 

ア
ナ
・
カ
タ
リ
ナ
の
父
は
一
六
二
一
年

に
国
家
反
逆
罪
に
よ
り
処
刑
さ
れ
た
ヤ
コ
ブ
・
モ
ム
で
あ
る
（
註

（
（（
）
参
照
）。

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（, （�A
ugust�（（（（.

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（（, （�N
ovem

ber�（（（（�;�H
U

A
,�SA

II,�（（（

―（, （�N
ovem

ber�（（（（.

　
（
（（
）　

近
世
オ
ラ
ン
ダ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
共
同
体
復
興
に
お
け
る
俗
人
エ

リ
ー
ト
の
重
要
性
に
関
し
て
、
筆
者
は
以
下
の
研
究
に
同
意
し
て
い
る
。

Forclaz,�C
atholiques ; G

eraerts, P
atrons�;�Janssen,�T

he 
D

utch R
evolt ;�Lenarduzzi,�K

atholiek�;�Parker,�Faith ;�
Pollm

ann,�Catholic Identity.

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（（

―（（,�（（, （（�February�（（（（.�

彼
ら
の
裁
判

の
帰
結
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　
（
（（
）　

一
六
四
〇
年
に
最
終
的
に
ヴ
ァ
フ
テ
ラ
ー
ル
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
か

ら
の
追
放
刑
と
六
〇
〇
〇
フ
ル
デ
ン
と
い
う
多
額
の
罰
金
刑
を
科
さ
れ

た
。
こ
の
裁
判
に
関
し
て
は
、H

allebeek,�Jan,� ‘Godsdienst

（on

）

vrijheid�in�de�Gouden�Eeuw
?�H

et�proces�tegen�Johan�
W

achtelaer�

（（（（（–（（（（

）’,�T
rajecta （（�

（（0（（

）�;�Y
asuhira,�

‘Civic�A
gency ’,�passim

�;�Idem
,� ‘D

elim
itation ’,�passim

;�Idem
,�

‘Sw
arm

’,�（（（

―（（（,�（0（�;�Idem
,� ‘T

ransform
ing ’,�passim

も
参
照
。

　
（
（（
）　D

eelder,�C.,�B
ijdragen voor de geschiedenis van de 

R
oom

sch –K
atholieke K

erk in N
ederland, （�vols.�

（Rotterdam
�

（（（（

―（（（（

）�I,�（（（.

　
（
（（
）　H

U
A

,�A
postolische�vicarissen�van�de�H

ollandse�
Zending,�（（（,�D

ecem
ber�（（（（�

（Rogge,�H
.C.�（ed.

）,� ‘M
em

orie,�in�

D
ecem

ber�（（（（�door�J.�W
tenbogaert�ingezonden�aan�de�om

geving�

van�Zijne�H
oogheid�Prins�F

rederik�H
endrik

’,�in�A
.A

.U
. （�

（（（（（

）�（

）.

　
（
（（
）　H

U
A

,�M
etropolitaan�K

apittel�van�de�O
ud

―K
atholieke�

K
erk�van�N

ederland,�（（（,�n.�d.

　
（
（0
）　H

U
A

,�A
postolische�vicarissen�van�de�H

ollandse�
Zending,�（（（,�D

ecem
ber�（（（（�

（Rogge�（ed.

）,� ‘M
em

orie ’,�（,�（, （

）.

　
（
（（
）　

後
述
す
る
ヘ
ラ
ル
ト
か
ら
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
へ
の

請
願
書
（
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
参
事
会
議
事
録
に
そ
の
写
し
が
保
存
さ
れ
て
い
る
）

の
中
で
の
記
述
。H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（（, （�M
arch�（（（（.

　
（
（（
）　W

ater,�G
root Placaat –Boek,�I,�（（（

―（00. 

し
か
し
、
実
際
に

は
相
当
数
の
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
が
滞
在
・
居
住
許
可
を
獲
得
で
き
て
い

た
。Y

asuhira,� ‘Sw
arm

’.

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（（, （�M
arch�（（（（.

　
（
（（
）　Ibidem

, （（�M
arch�（（（（.

（　
　

）
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八

　
（
（（
）　

し
か
し
、
ヘ
ル
マ
ン
は
司
祭
と
し
て
非
合
法
行
為
に
及
ん
だ
た
め
、

一
六
三
八
年
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
ヘ
ル

マ
ン
は
再
度
オ
ラ
ニ
エ
公
か
ら
特
別
認
可
を
得
て
ユ
ト
レ
ヒ
ト
へ
戻
っ

た
も
の
の
、
一
六
四
一
年
に
ミ
サ
を
司
式
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
現
行
犯

逮
捕
さ
れ
、
同
市
か
ら
の
追
放
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。Y

asuhira,�
‘Sw

arm
’,�（0（

―（0（.

　
（
（（
）　H

U
A

,�O
ude�room

s

―katholieke�aalm
oezenierskam

er�te�
U

trecht,�（, （（�N
ovem

ber�（（（（.�Y
asuhira,� ‘Confessional�

Coexistence ’, （（

―

�
（（

も
参
照
。

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（, （�January�（（（（�

（H
ofm

an,�J.�H
.�

（ed.

）,�

‘A
llerlei,�betreffende�de�stadt�U

trecht ’,�A
.A

.U
. （�

（（（（（

）�（（（ –（（（

）.�

こ
の
請
願
書
に
関
し
て
は
、
安
平
「
宗
派
間
関
係
」、
二
八
～
二
九
頁

も
参
照
。

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（

―（（,�（, （（�M
ay�（（（（.

　
（
（（
）　H

U
A

,�SA
II,�（（（（

―（（（, （0�O
ctober, （�N

ovem
ber, （（�

D
ecem

ber�（（（（,�（（, （（�M
ay�（（（（.

　
（
（（（
）　Ibidem

, （（�N
ovem

ber, （（�D
ecem

ber�（（（（.

　
（
（（（
）　Ibidem

, （（�M
ay,�（,�（（, （（�June, （�July�（（（（.

　
（
（（（
）　Ibidem

, （（�M
ay, （�June, （�July,�n.�d.�in�（（（（.

　
（
（（（
）　Ibidem
, （（�M

ay�（（（（.

　
（
（（（
）　Ibidem

, （（�M
ay,�n.�d.�in�（（（（. 

モ
バ
フ
の
信
仰
に
関
し
て
は

Forclaz,�Catholiques,�（（（. 

最
終
的
に
フ
ァ
ン
・
ス
ホ
レ
ン
ベ
ル
フ

は
八
〇
〇
〇
フ
ル
デ
ン
と
い
う
多
額
の
保
釈
金
と
引
き
換
え
に
解
放
さ

れ
た
。H

U
A

,�SA
II,�（（（（

―（, （（�July�（（（（.

　
（
（（（
）　Forclaz,�Catholiques,�（（（

―（（（.�

ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
け
る
無
償

の
貸
家
に
関
し
て
は
、T

hoom
es,�W

.,�H
ofjes in U

trecht: ‘aldaer 
ew

elick fundere ’. G
odskam

eren te U
trecht 

（U
trecht�（（（（

）
も

参
照
。

　
（
（（（
）　H

U
A

,�Bew
aarde�archieven�I,�（（（, （（�N

ovem
ber�（（（（.

　
（
（（（
）　H

U
A

,�K
R,�（0, （（�July, （（�Septem

ber�（（（（.

　
（
（（（
）　

原
文
はY

�M
aria�van�Pallaes�door�liefde�/�G

oodts�
gedreven�/�H

eeft�doen�sy�w
eduw

�w
as�van�/�d ’H

eere�
Schroyestyn�/�D

ees�Cam
eren�gesticht�eenich�/�onderhout�

gegeven�/�N
iet�achtend� ’sw

erels�gonst�m
aer�/�Plaets�in�

s ’hem
els�Pleyn.

　
（
（（（
）　

同
絵
画
に
関
し
て
は
、O

ffringa,�Gerianne�&
�H

idden,�
W

arner,� ‘D
e�fundatie�van�vrouw

e�M
aria�van�Pallaes,�door�

H
endrick�Bloem

aert,�（（（（ ’,�Jaarboek O
ud –U

trecht�

（（（（（

）
も

参
照
。
同
絵
画
を
所
蔵
し
て
い
る
ユ
ト
レ
ヒ
ト
中
央
博
物
館
（
所
在
地

は
旧
ア
フ
ニ
ー
テ
ン
修
道
院
）
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
そ
の
電
子
デ
ー
タ

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。https://w

w
w

.centraalm
useum

.nl/nl/
collectie/（（（（

―de

―jaarlijkse

―voedseluitdeling

―aan

―de

―

arm
en

―door

―m
aria

―van

―pallaes

―hendrick

―bloem
aert

（
二
〇

二
一
年
七
月
一
三
日
最
終
閲
覧
）。

　
（
（（（
）　Bruin,�Renger�de,�et�al.�

（eds.

）,� ‘E
en paradijs vol w

eelde ’. 
G

eschiedenis van der stad U
trecht�

（U
trecht�（000

）�（（（,�（0（,�
（0（,�（（（

―（（（.

　
（
（（（
）　M

inns,�C
hris�et�al.,� ‘T

he�Scale�and�Scope�of�

（　
　

）

三
八



多
宗
派
時
代
の
市
民
権
（
安
平
）�

三
九

C
itizenship�in�E

arly�M
odern�E

urope�:�Prelim
inary�

Estim
ates ’,�unpublished�paper,�bEU

citizen�project,�w
ork�

package （�

（（0（（

）.

　
（
（（（
）　

例
え
ば
、
一
八
世
紀
ケ
ル
ン
で
市
民
権
を
奪
わ
れ
て
い
た
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
商
人
に
関
わ
る
「
居
留
民
条
例
」
を
分
析
し
た
鍵
和
田
賢
の

論
文
は
、
社
会
経
済
史
的
観
点
や
被
迫
害
者
・
寛
容
被
付
与
者
側
の
視

点
も
カ
バ
ー
し
て
お
り
、
大
変
興
味
深
い
。
鍵
和
田
賢
「
近
世
神
聖

ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
「
不
寛
容
」
の
あ
り
方
―
一
八
世
紀
初
頭
の
都
市

ケ
ル
ン
に
お
け
る
「
居
留
民
条
令
問
題
」
を
事
例
と
し
て
」『
西
洋
史
研
究
』

四
八
、
二
〇
一
九
年
。

　
（
（（（
）　

例
え
ば
、
Ｗ
・
キ
ム
リ
ッ
カ
（
角
田
猛
之
ほ
か
監
訳
）『
多
文
化
時

代
の
市
民
権
―
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
と
自
由
主
義
』
晃
洋
書
房
、
一
九

九
八
年
。D

uyvendak,�Jan�W
illem

�et�al.�

（eds.

）,�T
he 

Culturalization of Citizenship: Belonging and Polarization 
in a G

lobalizing W
orld�

（London�（0（（

）.�

　
〔
附
記
〕　

本
稿
は
、
令
和
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員

CPD

奨
励
費
：
課
題
番
号（（J00（（（

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

『
史
学
雑
誌
』
投
稿
規
定

一
、
投
稿
は
会
員
に
限
り
ま
す
。

二
、
投
稿
を
受
け
付
け
て
い
る
の
は
、
次
の
も
の
で
、
公
刊
さ
れ
て
い
な

い
も
の
に
限
り
ま
す
。

　
　
　

論
文
／
研
究
ノ
ー
ト
／
史
料
紹
介
／
研
究
動
向

三
、
原
稿
は
和
文
、
縦
書
き
で
、
四
〇
〇
字
×
八
九
枚
を
上
限
と
し
ま
す
。

Ａ
４
用
紙
一
枚
に
八
〇
〇
字
で
印
字
し
て
く
だ
さ
い
。
図
表
は
『
史

学
雑
誌
』
一
頁
大
の
大
き
さ
を
四
〇
〇
字
×
四
枚
分
と
計
算
し
、
本

文
、
註
、
図
表
の
合
計
が
八
九
枚
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

原
稿
に
は
必
ず
和
文
要
旨
（
八
〇
〇
字
以
内
）、
英
文
要
旨
（400

w
ords

程
度
）
を
添
付
し
て
下
さ
い
。
原
稿
、
要
旨
は
と
も
に
二

セ
ッ
ト
提
出
し
て
下
さ
い
。

四
、
二
重
投
稿
は
認
め
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
外
国
語
で
公
刊
さ
れ
た
論
考

を
も
と
に
し
た
日
本
語
論
文
で
あ
り
、
日
本
語
読
者
を
想
定
し
た
加

筆
・
更
新
な
ど
、
外
国
語
版
と
は
内
容
的
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
修

正
を
施
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
投
稿
を
受
け
付
け
ま
す
。
そ
の
際
、

原
稿
に
そ
の
こ
と
を
明
記
し
、
当
該
の
外
国
語
論
考
を
添
え
て
下
さ

い
。
外
国
語
論
考
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
訳
し
た
だ
け
の
も
の
は
、

受
理
し
ま
せ
ん
。
な
お
、
外
国
語
論
考
を
掲
載
し
た
学
術
雑
誌
等
の

承
諾
が
必
要
な
場
合
は
、
投
稿
者
の
責
任
に
お
い
て
手
続
き
を
行
っ

て
下
さ
い
。

五
、
写
真
、
図
版
、
特
殊
文
字
等
に
よ
り
印
刷
経
費
が
超
過
し
た
場
合
、

そ
の
一
部
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（　
　

）

三
九


